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ご あ い さ つ

近年、本市を取り巻く環境は、全国的な人口減

少・少子高齢化の問題に加えて、地球温暖化と自然

災害の甚大化など、めまぐるしく変化しています。

核家族化の進展や地域のつながりの希薄化、共働

き家族の増加など、社会情勢が変化する中で、子育

て世代のニーズも多様化してきております。

こうしたこどもに関する課題を総合的に取り組

むため、令和５年４月にこども家庭庁が発足し、こ

どもの権利を守り、こどもが健やかに育つための基

本理念や方針を定めた、こども基本法が施行され、

国全体で子育て支援を強化する体制が構築されました。

本市では、令和２年３月に「第２期八街市子ども・子育て支援事業計

画」を策定し、誰もが質の高い教育・保育を受けられる環境の整備や、

安全かつ安心してこどもを産み育てられる環境の整備に取り組んでまい

りました。

このたび、第２期計画の改定時期を迎え、国の動向や、これまでの本

市の取組みの成果、課題などを整理し、更なる子育て支援の充実を図る

ため、令和７年度から令和 年度までを計画期間とした「第３期八街市

子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。

本計画では、「子どもが心豊かに健やかに育つまち」という基本理念

のもと、「子どもの育ち」と「子育て家庭と親の育ち」を地域社会全体

で支え、八街市の次代を担う全てのこどもたちが希望を持って健やかに

成長できるよう、子ども・子育て支援施策を総合的に推進し、子育て環

境の充実に努めてまいりますので、市民の皆さまのご理解とご協力をお

願い申し上げます。

結びに、本計画の策定にあたり、ご審議いただきました八街市子ども・

子育て会議委員の皆さまをはじめ、子育てに関するニーズ調査やパブリ

ックコメント等にご協力いただきました多くの皆さまに厚くお礼申し上

げます。

令和７年３月

八街市長 北村 新司
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第１章 計画の概要

第１節 計画の背景と目的

本市では、令和２年３月に「子どもがいつも輝いて明るく健やかに育つまち」を基本理念

に「第２期八街市子ども・子育て支援事業計画」（以下、「第２期計画」という）を策定し、

「幼児教育・保育の無償化」をはじめ、計画の実現に向けて取り組んでまいりました。

国においては、第２期計画期間中において、近年の子どもと家庭を取り巻く環境の大きな

変化に対し、令和５年４月、こども施策を総合的に推進することを目的とした「こども基本

法」が施行され、「こども家庭庁」が発足しました。また、同年 月には「こども大綱」が

閣議決定され、すべての子ども・若者が、自立した個人としてひとしく健やかに成長するこ

とができ、将来にわたって幸せな状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができる「こ

どもまんなか社会」の実現を目指し、行政を始め、地域社会全体で子どもたちの成長を支援

していくことが示されました。

本計画は、第２期計画の改定時期を迎え、国の新たな制度・体制下における法制度の改正

や国の方向性のほか、さらなる少子化の進行や女性の就業率の上昇、共働き世帯、核家族世

帯の増加に伴う保育需要の拡大等、社会情勢やニーズの変化を施策に反映するために策定す

るものです。第２期計画期間中の取組みの進捗状況や課題を整理し、幼児期の学校教育･保育

及び地域子ども･子育て支援事業の量の見込み、提供体制の確保内容及びその時期などを定め

て、子ども・子育て家庭を社会全体で支援することを目的に策定します。

第２節 計画の位置付け

１ 計画の位置付け

この計画は、「子ども・子育て支援法」第 条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計

画であり、子ども・子育て支援関連の制度・財源を一元化した仕組みの構築を目指すもので

す。

策定にあたっては、「子ども・子育て支援法」に基づく基本指針を踏まえると同時に、「次

世代育成支援対策推進法」第８条に基づき市町村が策定することができる「次世代育成支援

行動計画」としても位置付けられ、子ども・子育て支援に関するさまざまな施策の体系化を

進めます。

２ 他の計画との関係

本計画は「八街市総合計画」が掲げる基本理念や将来像をもとに、八街市地域福祉計画を

上位計画とする八街市における子ども・子育て支援に関する総合的な計画です。また、教育・

健康・福祉分野の各種計画との整合を図るとともに、その他の分野の個別計画との連携を図

ります。
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第３節 計画の期間

本計画は、令和７年度から令和 年度までの５年間を計画期間とします。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

第４節 子ども・子育て支援制度の概要

１ 子ども・子育て支援制度の全体像

「子ども・子育て支援制度」は大きく「子ども・子育て支援給付事業」と「地域子ども・

子育て支援事業」に分かれますが、主なポイントは「保育の量的拡大・確保」「認定こども

園の普及」「地域子ども・子育て支援の強化」です。

①子ども・子育て支援給付事業

幼児期の学校教育と、保育の必要性のある子どもへの保育について、認定こども園・幼稚

園・保育所・小規模保育等の施設等を利用した場合に給付対象となります。

給付費が確実に子育て支援に使われるようにするため、保護者への直接的な給付ではなく、

各施設等が代理で給付を受け、保護者は施設等からサービスを受ける仕組みとなります。

給付は「施設型給付」と「地域型保育給付」に分かれます。

●施設型給付

施設型給付の対象事業は、「認定こども園」、「幼稚園」、「認可保育所」の教育・保育施設

です。施設型給付は、次の２つの給付構成が基本となっています。

ア．満３歳以上児に対する標準的な教育時間及び保護者の就労時間等に応じた保育に対応

する給付

イ．満３歳未満児の保護者の就労時間等に応じた保育に対応する給付

八街市総合計画 （令和７年度～令和 年度）

八街市総合計画 前期基本計画（令和７年度～令和 年度）

第３期八街市子ども・子育て支援事業計画

八街市地域福祉計画（令和６年度～令和 年度）

八街市障がい者基本計画
（令和３年度～令和８年度）

八街市健康プラン（平成 年度～令和 年度）
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●地域型保育給付

新制度では定員が 人以下の保育事業について、市町村による認可事業（地域型保育事

業）として、地域型保育給付の対象となります。地域型保育給付対象事業は、「小規模保育」

「家庭的保育」「居宅訪問型保育」「事業所内保育」の４種類から構成されます。

②地域子ども・子育て支援事業

地域子ども・子育て支援事業は、子ども・子育て支援法で交付金の対象となる事業が

事業定められています。

２ 保育認定について

「子ども・子育て支援法」では、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づき、保

育の必要性を認定したうえで、給付を支給する仕組みとなっています。認定は次の１～３号

の区分で行われます。

認定区分 対象者 対象施設

１号認定
満３歳以上の学校教育のみ又はこども園の学校

教育のみの就学前の子ども（保育の必要性なし）

幼稚園

認定こども園（幼稚園

枠）

２号認定

満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学

前の子ども又はこども園を利用する保育の必要

性の認定を受けた就学前の子ども（保育を必要

とする子ども）

保育所

認定こども園（保育園

枠）

３号認定
満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学

前の子ども（保育を必要とする子ども）

保育所

認定こども園（保育園

枠）

地域型保育事業

認定こども園

幼稚園

認可保育所

＝施設型給付の対象

小規模保育

家庭的保育

居宅訪問型保育

事業所内保育

＝地域型保育給付の対象

①利用者支援事業

②地域子育て支援拠点事業

③子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

（その他要保護児童等の支援に資する事業）

④乳児家庭全戸訪問事業

⑤養育支援訪問事業

⑥子育て短期支援事業

⑦ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助

活動支援事業）

⑧一時預かり事業

⑨延長保育事業

⑩病後児保育事業（病児保育事業）

⑪放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）

⑫子育て世帯訪問支援事業

⑬児童育成支援拠点事業

⑭親子関係形成支援事業

⑮妊婦等包括相談支援事業

⑯乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

⑰産後ケア事業

⑱実費徴収に係る補足給付を行う事業

⑲多様な事業者の参入促進・能力活用事業

子どものための教育・保育給付

地域子ども・子育て支援事業
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第５節 計画策定体制

１ 八街市子ども・子育て会議の設置

計画の策定にあたっては、子ども・子育て支援法において市町村に設置することが努力義

務化されている「審議会その他の合議制の機関」として「八街市子ども・子育て会議」を設

置しました。

２ 住民ニーズ調査

計画の策定に先立ち、就学前児童及び小学生の保護者を対象に、子育ての実態や教育・保

育・子育て支援に関する現在の利用状況や今後の利用希望を把握するため、令和６年４月に

郵送による住民ニーズ調査を行いました。

調査名 対象者
有効回収数

（有効回収率）

就学前児童調査
就学前児童の保護者

人 （ ％）

小学生調査
小学生の保護者

人 （ ％）

３ パブリックコメント

計画素案に対して、住民の皆さまから幅広く意見をいただくために、令和７年１月 日か

ら令和７年２月 日までパブリックコメントを実施しました。
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令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

高齢者人口

（ 歳以上）

生産年齢人口

（ ～ 歳）

年少人口

（０～ 歳）

平成７年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 令和２年

（％）（人）

八街市年少人口

八街市

千葉県

全国

第２章 八街市の現状

第１節 子育て家庭を取り巻く環境

１ 人口の推移と少子化の動向

ア．総人口と年齢３区分別人口の推移

総人口は令和２年の 人をピークに減少しており、令和６年は、 人となっ

ています。年齢３区分でみると生産年齢人口（ ～ 歳）、年少人口（０～ 歳）は、総人

口と同じく令和２年がピークなのに対し、高齢者人口（ 歳以上）は増加が続いています。

 
 
 
 
 
 
 
 

年 年少人口（％） 生産年齢人口（％）高齢者人口（％）

令和２年

令和３年

令和４年

令和５年

令和６年

イ．年少人口の推移

年少人口は、平成７年の 人をピークに減少が続いており、令和２年には 人

となっています。構成比は、継続して減少傾向にありますが、平成 年までは、県及び全

国と比較すると本市はやや上回って推移してきました。令和２年には本市が ％、県が

％、全国が ％と年少人口は、全国や県よりも低い構成比となっています。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料  住民基本台帳（基準日：各年４月１日現在）

資料 国勢調査

資料  住民基本台帳（基準日：各年４月１日現在）

※年少人口及び構成比は、年齢不詳を含みません。平成 年、令和２年については、不詳補完値により算出しています。
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平成 年

令和元年

令和２年

令和３年

令和４年

（％）

歳以上 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 歳以上

平成 年

令和元年

令和２年

令和３年

令和４年

（％）

歳以上 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 歳以上

八街市 千葉県 全国

ウ．合計特殊出生率

本市の合計特殊出生率（女性が一生の間に産むと考えられる子どもの数）は、県及び全国

を下回って推移しています。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ．母の年齢別出生割合

母の年齢別出生割合については、本市では ～ 歳が最も多く、近年は ％台前半であ

ることに対し、県は ％後半となっています。また、 ～ 歳も県が１割以下なのに対し、

本市は１割を超えるなど、本市は比較的若い世代の母親が多いことがわかります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八街市

千葉県

資料 千葉県衛生統計年報

資料 千葉県衛生統計年報

資料 千葉県衛生統計年報
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平成 年

令和元年

令和２年

令和３年

令和４年

（％）

歳以上 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 歳以上

平成 年

令和元年

令和２年

令和３年

令和４年

（％）

歳以上 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 歳以上

八街市 千葉県 全国

ウ．合計特殊出生率

本市の合計特殊出生率（女性が一生の間に産むと考えられる子どもの数）は、県及び全国

を下回って推移しています。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ．母の年齢別出生割合

母の年齢別出生割合については、本市では ～ 歳が最も多く、近年は ％台前半であ

ることに対し、県は ％後半となっています。また、 ～ 歳も県が１割以下なのに対し、

本市は１割を超えるなど、本市は比較的若い世代の母親が多いことがわかります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八街市

千葉県

資料 千葉県衛生統計年報

資料 千葉県衛生統計年報

資料 千葉県衛生統計年報
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～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

（％）

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

（％）

平成 年

令和２年

令和

元年

令和

２年

令和

３年

令和

４年

令和

５年

（％）

八街市 千葉県 全国

令和

元年

令和

２年

令和

３年

令和

４年

令和

５年

（％）

八街市 千葉県 全国

オ．未婚率

未婚率を平成 年と令和２年で比較すると男性、女性とも、いずれの年齢区分も令和２

年が上回っています。特に 歳以上の未婚率が高まっており、男性では ポイント、女

性では ポイント増加しています。

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ．婚姻率・離婚率

本市の婚姻率（人口千人あたり件数）は県及び国を下回って推移しているのに対し、離婚

率（人口千人あたり件数）は県及び国を上回る推移となっています。

婚姻率 離婚率

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 国勢調査

資料 千葉県衛生統計年報

男性

女性
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平成７年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 令和２年

（人）

就業者数 完全失業者 女性総数

平成 年

平成 年

令和２年

令和２年

（％）

八
街
市

千
葉
県

核家族世帯 核家族以外の世帯 非家族を含む世帯 単独世帯

平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 令和２年

（％）

就業者割合 完全失業者割合

平成22年

平成27年

令和２年

令和２年

千

葉

県

八

街

市

２ 家族の形態と女性の就労

ア．家族の形態

本市の家族形態は、令和２年核家族世帯が ％と県の ％を上回ります。単独世帯

は、次第に増えつつありますが本市の ％に対し県は ％と県が大きく上回ります。

イ．女性の就労状況

本市の女性総数人口の減少とともに、女性の就業者数は減少しています。女性人口に対す

る就業者の割合は令和２年は ％となっており、女性の完全失業者割合は、 ％と近年

で最も小さくなっています。

資料 国勢調査

資料 国勢調査

資料 国勢調査



 

8 

平成７年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 令和２年

（人）

就業者数 完全失業者 女性総数

平成 年

平成 年

令和２年

令和２年

（％）

八
街
市

千
葉
県

核家族世帯 核家族以外の世帯 非家族を含む世帯 単独世帯

平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 令和２年

（％）

就業者割合 完全失業者割合

平成22年

平成27年

令和２年

令和２年

千

葉

県

八

街

市

２ 家族の形態と女性の就労

ア．家族の形態

本市の家族形態は、令和２年核家族世帯が ％と県の ％を上回ります。単独世帯

は、次第に増えつつありますが本市の ％に対し県は ％と県が大きく上回ります。

イ．女性の就労状況

本市の女性総数人口の減少とともに、女性の就業者数は減少しています。女性人口に対す

る就業者の割合は令和２年は ％となっており、女性の完全失業者割合は、 ％と近年

で最も小さくなっています。

資料 国勢調査

資料 国勢調査

資料 国勢調査
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（％）

八街市（ ） 八街市（ ） 全国

平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 令和２年

（％）（人）

男性 女性 女性の就業率

ウ．女性の年齢別就業率

女性の年齢別就業率をみるとＭ字型曲線（ 歳代前半で落ち込み、再び増加するＭの字

に似た形になること）を描いていますが、平成 年と令和２年の ～ 歳を比較すると

％から ％へと就業率の高まりがみられ、Ｍ字型曲線の落ち込みがややゆるやかに

なっていることがわかります。

※八街市のみ数値記載。網掛けはＲ２。

エ．就業者における女性の割合

就業者については、男性は平成 年をピークにその後減少傾向となっています。女性は

平成 年に 人と平成 年より増加するものの、令和 年には 人となり、約

人の減少となっています。就業者は減少傾向となっているものの、女性の就業率は平

成 年の ％から令和２年は ％と増加傾向が継続しています。

資料 国勢調査

資料 国勢調査
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配偶者がいる

配偶者はいない

無回答

（％）

就学前（ ） 小学生

第２節 住民ニーズ調査からみた八街市の子育て環境について

１ 調査概要

住民ニーズ調査を令和６年４月～５月に実施し、市内の小学校就学前の子どもがいる世

帯を対象に 票、小学生の子どもがいる世帯を対象に 票配布しました。

就学前の子どもがいる世帯からは、 票回収（回収率： ％）し、小学生の子ども

がいる世帯からは、 票回収（回収率： ％）しました。

なお、調査結果の数値については小数第２位を四捨五入しているため、単数回答（選択

肢が一つの問）においても、内訳を合計して ％に合致しない場合があります。

２ 調査結果の概要

①配偶者の有無について

【就学前児童保護者・小学生保護者調査】

●就学前児童保護者では、「配偶者がいる」の割合の方が高く ％となっています。

次いで「配偶者はいない」（ ％）となっています。

●小学生保護者では、「配偶者がいる」の割合の方が高く ％となっています。次

いで「配偶者はいない」（ ％）となっています。

配偶者の有無 単数回答

②主に子育てを行っている方について

【就学前児童保護者・小学生保護者調査】

●就学前児童保護者では、「父母ともに」の割合が最も高く ％となっています。

次いで「主に母親」（ ％）、「主に父親」（ ％）となっています。

●小学生保護者では、「父母ともに」の割合が最も高く ％となっています。次い

で「主に母親」（ ％）、「主に父親」（ ％）となっています。
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配偶者がいる

配偶者はいない

無回答

（％）

就学前（ ） 小学生

第２節 住民ニーズ調査からみた八街市の子育て環境について

１ 調査概要

住民ニーズ調査を令和６年４月～５月に実施し、市内の小学校就学前の子どもがいる世

帯を対象に 票、小学生の子どもがいる世帯を対象に 票配布しました。

就学前の子どもがいる世帯からは、 票回収（回収率： ％）し、小学生の子ども

がいる世帯からは、 票回収（回収率： ％）しました。

なお、調査結果の数値については小数第２位を四捨五入しているため、単数回答（選択

肢が一つの問）においても、内訳を合計して ％に合致しない場合があります。

２ 調査結果の概要

①配偶者の有無について

【就学前児童保護者・小学生保護者調査】

●就学前児童保護者では、「配偶者がいる」の割合の方が高く ％となっています。

次いで「配偶者はいない」（ ％）となっています。

●小学生保護者では、「配偶者がいる」の割合の方が高く ％となっています。次

いで「配偶者はいない」（ ％）となっています。

配偶者の有無 単数回答

②主に子育てを行っている方について

【就学前児童保護者・小学生保護者調査】

●就学前児童保護者では、「父母ともに」の割合が最も高く ％となっています。

次いで「主に母親」（ ％）、「主に父親」（ ％）となっています。

●小学生保護者では、「父母ともに」の割合が最も高く ％となっています。次い

で「主に母親」（ ％）、「主に父親」（ ％）となっています。
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父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

（％）

就学前（ ） 小学生

主に子育てを行っている方 単数回答
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幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模保育事業

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

（％）

現状（ ） 利用意向

③定期的な教育・保育事業の利用について

【就学前児童保護者調査】

●現在では、「認可保育所」の割合が最も高く ％となっています。次いで「幼稚

園」（ ％）、「認定こども園」（ ％）となっています。

●利用希望では、「認可保育所」の割合が最も高く となっています。次いで「幼

稚園」 、「幼稚園の預かり保育」 ）となっています

定期的な教育・保育事業の利用（現状・利用意向） 単数回答
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幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模保育事業

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

（％）

現状（ ） 利用意向

③定期的な教育・保育事業の利用について

【就学前児童保護者調査】

●現在では、「認可保育所」の割合が最も高く ％となっています。次いで「幼稚

園」（ ％）、「認定こども園」（ ％）となっています。

●利用希望では、「認可保育所」の割合が最も高く となっています。次いで「幼

稚園」 、「幼稚園の預かり保育」 ）となっています

定期的な教育・保育事業の利用（現状・利用意向） 単数回答
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母親 父親 学級、両親学
級、育児学級などの集い

ＳＮＳやスマホアプリ等に
よる子育て相談や情報提供

心理相談、子育てに伴う悩みを持つ
保護者のカウンセリング、心理療法

発達相談、発達が気にな
るお子さんの相談窓口

学習支援、学生やボランティア
による宿題や勉強のサポート

子ども食堂、安価な又は
無料で食事を提供する場

その他

無回答

（％）

就学前（ ） 小学生

④子育て支援や生活、学習に関する支援について

【就学前児童保護者・小学生保護者調査】

●就学前児童保護者では、「子ども食堂、安価な又は無料で食事を提供する場」の割

合が最も高く ％となっています。次いで「ＳＮＳやスマホアプリ等による子

育て相談や情報提供」（ ％）、「学習支援、学生やボランティアによる宿題や勉

強のサポート」（ ％）となっています。

●小学生保護者では、「学習支援、学生やボランティアによる宿題や勉強のサポート」

の割合が最も高く ％となっています。次いで「子ども食堂、安価な又は無料

で食事を提供する場」（ ％）、「ＳＮＳやスマホアプリ等による子育て相談や情

報提供」（ ％）となっています。

子育て支援や生活、学習に関する支援（利用意向） 複数回答
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利用したい

利用したいとは思わない

わからない

無回答

（％）

⑤こども園等利用意向（月 時間程度の利用枠の中）について

【就学前児童保護者】

●「利用したい」の割合が最も高く ％となっています。次いで「わからない」

（ ％）、「利用したいとは思わない」（ ％）となっています。

こども園・こども誰でも通園制度（仮称）（利用意向） 単数回答
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利用したい

利用したいとは思わない

わからない

無回答

（％）

⑤こども園等利用意向（月 時間程度の利用枠の中）について

【就学前児童保護者】

●「利用したい」の割合が最も高く ％となっています。次いで「わからない」

（ ％）、「利用したいとは思わない」（ ％）となっています。

こども園・こども誰でも通園制度（仮称）（利用意向） 単数回答
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自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事
（ピアノ教室、サッカー、学習塾など）

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保育）

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

特にない

無回答

（％）

就学前（ ） 小学生

⑥放課後の過ごし方について

【就学前児童保護者・小学生保護者調査】

●就学前児童保護者では、「自宅」の割合が最も高く ％となっています。次いで

「放課後児童クラブ（学童保育）」（ ％）、「習い事（ピアノ教室、サッカー、学

習塾など）」（ ％）となっています。

●小学生保護者では、「自宅」の割合が最も高く ％となっています。次いで「放

課後児童クラブ（学童保育）」（ ％）、「習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ活

動、学習塾など）」（ ％）となっています。

放課後、どのような場所で過ごさせたいか【５歳以上である方】（希望） 複数回答

※就学前調査と小学生調査では、一致していない選択肢項目が一部あります。
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フルタイム（１週５日程度・
１日８時間程度の就労）

パート・アルバイト等（フルタイム以外の就労）

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまでに就労したことがない

無回答

（％）

就学前（ ） 小学生

⑦母親の就労状況について

【就学前児童保護者・小学生保護者調査】

●就学前児童保護者では、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）」の

割合が最も高く ％となっています。次いで「パート・アルバイト等（フルタ

イム以外の就労）」（ ％）、「以前は就労していたが、現在は就労していない」

（ ％）となっています。

●小学生保護者では、「パート・アルバイト等（フルタイム以外の就労）」の割合が最

も高く ％となっています。次いで「フルタイム（１週５日程度・１日８時間

程度の就労）」（ ％）、「以前は就労していたが、現在は就労していない」（ ％）

となっています。

母親の就労状況 単数回答
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フルタイム（１週５日程度・
１日８時間程度の就労）

パート・アルバイト等（フルタイム以外の就労）

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまでに就労したことがない

無回答

（％）

就学前（ ） 小学生

⑦母親の就労状況について

【就学前児童保護者・小学生保護者調査】

●就学前児童保護者では、「フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）」の

割合が最も高く ％となっています。次いで「パート・アルバイト等（フルタ

イム以外の就労）」（ ％）、「以前は就労していたが、現在は就労していない」

（ ％）となっています。

●小学生保護者では、「パート・アルバイト等（フルタイム以外の就労）」の割合が最

も高く ％となっています。次いで「フルタイム（１週５日程度・１日８時間

程度の就労）」（ ％）、「以前は就労していたが、現在は就労していない」（ ％）

となっています。

母親の就労状況 単数回答

 

17 

働いていなかった

育児休業を取得した

短時間勤務制度を利用した

（育児休業後の取得も含む）

制度がなかった

働いていたが、いずれも

取得・利用していない

無回答

（％）

⑧育児休業制度又は短時間勤務制度利用の有無について（父親）

【就学前児童保護者】

●「働いていたが、いずれも取得・利用していない」の割合が最も高く ％とな

っています。次いで「制度がなかった」（ ％）、「育児休業を取得した」（ ％）

となっています。

育児休業制度又は短時間勤務制度利用の有無について（父親） 複数回答
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身内の人（親・兄弟姉妹など）

友人や知人

近所や地域の人

子育て支援施設

保健所

保育士

幼稚園教諭

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

自治体の子育て等担当窓口

その他

そのような相手・場所はない

無回答

（％）

就学前（ ） 小学生

⑨お子さんの子育て（教育を含む）をする上での気軽な相談先について

【就学前児童保護者・小学生保護者調査】

●就学前児童保護者では、「身内の人（親・兄弟姉妹など）」の割合が最も高く ％

となっています。次いで「友人や知人」（ ％）、「保育士」（ ％）となってい

ます。

●小学生保護者では、「身内の人（親・兄弟姉妹など）」の割合が最も高く ％と

なっています。次いで「友人や知人」（ ％）、「近所や地域の人」（ ％）とな

っています。

お子さんの子育て（教育を含む）をする上での気軽な相談先 複数回答
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身内の人（親・兄弟姉妹など）

友人や知人

近所や地域の人

子育て支援施設

保健所

保育士

幼稚園教諭

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

自治体の子育て等担当窓口

その他

そのような相手・場所はない

無回答

（％）

就学前（ ） 小学生

⑨お子さんの子育て（教育を含む）をする上での気軽な相談先について

【就学前児童保護者・小学生保護者調査】

●就学前児童保護者では、「身内の人（親・兄弟姉妹など）」の割合が最も高く ％

となっています。次いで「友人や知人」（ ％）、「保育士」（ ％）となってい

ます。

●小学生保護者では、「身内の人（親・兄弟姉妹など）」の割合が最も高く ％と

なっています。次いで「友人や知人」（ ％）、「近所や地域の人」（ ％）とな

っています。

お子さんの子育て（教育を含む）をする上での気軽な相談先 複数回答
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仕事で帰宅時間が遅いこと

自分が病気やケガをした時や急な用事の時
に、代わりに面倒をみる人がいない

家族の理解が得られないこと

職場の理解が得られないこと

子どもの他に面倒をみな
ければならない人がいる

子どもの面倒をみてくれる
保育所などが見つからない

子どもと接する時間が少ない

その他

無回答

（％）

就学前（ ） 小学生

⑩仕事と子育てを両立する上で大変だと感じることについて

【就学前児童保護者・小学生保護者調査】

●就学前児童保護者では、「自分が病気やケガをした時や急な用事の時に、代わりに

面倒をみる人がいない」の割合が最も高く ％となっています。次いで「仕事

で帰宅時間が遅いこと」、「子どもと接する時間が少ない」（ともに ％）となっ

ています。

●小学生保護者では、「自分が病気やケガをした時や急な用事の時に、代わりに面倒

をみる人がいないこと」の割合が最も高く ％となっています。次いで「仕事

で帰宅時間が遅いこと」、「子どもと接する時間が少ないこと」（ともに ％）と

なっています。

仕事と子育てを両立する上で大変だと感じること 複数回答
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小児救急医療体制の充実

男女が共に子育てに関わるための意識啓発

子育てについて学ぶ機会の促進

保育所や幼稚園の費用や教育費の負担軽減

出産や医療に係る費用の負担軽減

子育ての不安や悩みの相談窓口の整備

いじめや差別をなくす教育の推進

道路や公園など子どもが安心して暮らせる環境の整備

出産や妊娠に関する学習機会の促進

子どもの創造性や感性をのばす教育機会の普及

結婚に対する支援

不妊治療に対する支援

親子が安心して集まって交流できる場などの整備

育児休業制度の普及・啓発

就労環境や就労時間の改善

特別支援が必要な子どもへの事業推進

その他

無回答

（％）

就学前（ ） 小学生

⑪今よりももっと子育てしやすいまちとなるために重要なことについて

【就学前児童保護者・小学生保護者調査】

●就学前児童保護者では、「道路や公園など子どもが安心して暮らせる環境の整備」

の割合が最も高く ％となっています。次いで「小児救急医療体制の充実」

（ ％）、「保育所や幼稚園の費用や教育費の負担軽減」（ ％）となっていま

す。

●小学生保護者では、「道路や公園など子どもが安心して暮らせる環境の整備」の割

合が最も高く ％となっています。次いで「小児救急医療体制の充実」（ ％）、

「保育所や幼稚園の費用や教育費の負担軽減」（ ％）となっています。

今よりももっと子育てしやすいまちとなるために重要なこと 複数回答
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小児救急医療体制の充実

男女が共に子育てに関わるための意識啓発

子育てについて学ぶ機会の促進

保育所や幼稚園の費用や教育費の負担軽減

出産や医療に係る費用の負担軽減

子育ての不安や悩みの相談窓口の整備

いじめや差別をなくす教育の推進

道路や公園など子どもが安心して暮らせる環境の整備

出産や妊娠に関する学習機会の促進

子どもの創造性や感性をのばす教育機会の普及

結婚に対する支援

不妊治療に対する支援

親子が安心して集まって交流できる場などの整備

育児休業制度の普及・啓発

就労環境や就労時間の改善

特別支援が必要な子どもへの事業推進

その他

無回答

（％）

就学前（ ） 小学生

⑪今よりももっと子育てしやすいまちとなるために重要なことについて

【就学前児童保護者・小学生保護者調査】

●就学前児童保護者では、「道路や公園など子どもが安心して暮らせる環境の整備」

の割合が最も高く ％となっています。次いで「小児救急医療体制の充実」

（ ％）、「保育所や幼稚園の費用や教育費の負担軽減」（ ％）となっていま

す。

●小学生保護者では、「道路や公園など子どもが安心して暮らせる環境の整備」の割

合が最も高く ％となっています。次いで「小児救急医療体制の充実」（ ％）、

「保育所や幼稚園の費用や教育費の負担軽減」（ ％）となっています。

今よりももっと子育てしやすいまちとなるために重要なこと 複数回答
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言葉による脅かしや脅迫をする

子どもがふざけている時
に、大声でどなりつける

食事を与えなかったり、衣
服を不潔なまま放置する

子どもが理解するまで、
長時間かけて説教する

乳幼児を家に残して外出する

子どもにわいせつなものを見せる

きょうだい間の扱いに差をつける

子どもに見える場所で、配偶
者や他の家族へ暴力をふるう

しつけの一環として、家の外に閉め出す

反省するまで部屋に閉じ込める

無回答

（％）

就学前（ ） 小学生

⑫児童虐待について

【就学前児童保護者・小学生保護者調査】

●就学前児童保護者では、「食事を与えなかったり、衣服を不潔なまま放置する」の

割合が最も高く ％となっています。次いで「子どもに見える場所で、配偶者

や他の家族へ暴力をふるう」（ ％）、「乳幼児を家に残して外出する」（ ％）

となっています。

●小学生保護者では、「食事を与えなかったり、衣服を不潔なまま放置する」の割合

が最も高く ％となっています。次いで「子どもに見える場所で、配偶者や他

の家族へ暴力をふるう」（ ％）、「子どもにわいせつなものを見せる」（ ％）

となっています。

児童虐待と感じる行為 複数回答
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児童館など、親子が安心し
て集まれる身近な場が欲しい

子連れでも出かけやすく、楽
しめる場所を増やしてほしい

子育てに困ったときに相談したり情
報が得られる場所を増やしてほしい

保育園を増やしてほしい

幼稚園を増やしてほしい

保育園や幼稚園にかかる
費用負担を軽減してほしい

専業主婦など誰でも気軽に利用でき
る 等による保育サービスが欲しい

子育てについて学べる機会を作ってほしい

ファミリー・サポート・センター

児童クラブにかかる費用
負担を軽減してほしい

その他

無回答

（％）

就学前（ ） 小学生

⑬子育て支援の充実で期待することについて

【就学前児童保護者・小学生保護者調査】

●就学前児童保護者では、「子連れでも出かけやすく、楽しめる場所を増やしてほし

い」の割合が最も高く ％となっています。次いで「保育園や幼稚園にかかる

費用負担を軽減してほしい」（ ％）、「児童館など、親子が安心して集まれる身

近な場が欲しい」（ ％）となっています。

●小学生保護者では、「子連れでも出かけやすく、楽しめる場所を増やしてほしい」

の割合が最も高く ％となっています。次いで「児童クラブにかかる費用負担

を軽減してほしい」（ ％）、「児童館など、親子が安心して集まれる身近な場が

ほしい」（ ％）となっています。

子育て支援の充実で期待すること 複数回答

※就学前調査と小学生調査では、一致していない選択肢項目が一部あります。
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児童館など、親子が安心し
て集まれる身近な場が欲しい

子連れでも出かけやすく、楽
しめる場所を増やしてほしい

子育てに困ったときに相談したり情
報が得られる場所を増やしてほしい

保育園を増やしてほしい

幼稚園を増やしてほしい

保育園や幼稚園にかかる
費用負担を軽減してほしい

専業主婦など誰でも気軽に利用でき
る 等による保育サービスが欲しい

子育てについて学べる機会を作ってほしい

ファミリー・サポート・センター

児童クラブにかかる費用
負担を軽減してほしい

その他

無回答

（％）

就学前（ ） 小学生

⑬子育て支援の充実で期待することについて

【就学前児童保護者・小学生保護者調査】

●就学前児童保護者では、「子連れでも出かけやすく、楽しめる場所を増やしてほし

い」の割合が最も高く ％となっています。次いで「保育園や幼稚園にかかる

費用負担を軽減してほしい」（ ％）、「児童館など、親子が安心して集まれる身

近な場が欲しい」（ ％）となっています。

●小学生保護者では、「子連れでも出かけやすく、楽しめる場所を増やしてほしい」

の割合が最も高く ％となっています。次いで「児童クラブにかかる費用負担

を軽減してほしい」（ ％）、「児童館など、親子が安心して集まれる身近な場が

ほしい」（ ％）となっています。

子育て支援の充実で期待すること 複数回答

※就学前調査と小学生調査では、一致していない選択肢項目が一部あります。
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令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

歳 歳 歳 歳 歳 歳 総数

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

歳 歳 歳 歳 総数

第３節 保育施設・幼稚園・認定こども園等の状況

１ 保育所

本市には市立保育所６園、私立保育所２園、小規模保育事業Ａ型が３か所あります。保育

所の入園児童数は、令和２年以降減少傾向となっておりましたが、令和５年から令和６年は

名増加し 人となっています。年齢別でみると３～５歳児が多く、令和６年では ％

を占めています。待機児童数（令和６年４月１日時点）は、７人となっています。

２ 幼稚園

本市には、市立幼稚園３園、私立幼稚園２園があります。幼稚園の入園児童数は令和２年

以降減少傾向となっており、令和５年に増加したものの、令和６年では 人となっていま

す。

（基準日：各年５月１日現在）

（基準日：各年５月１日現在）



 

24 

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

～ 歳 歳 歳 歳 総数

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

学年 学年 学年 学年 学年 学年 総数

３ 認定こども園

本市には、私立認定こども園が２園あります。令和２年に１園だったこども園が、令和３

年に２園となり大幅に増加した後、 人台を推移し、令和５年に減少したものの、令和６

年では 人となっています。

４ 小学校

本市には小学校の本校が８校、分校が１校あります。児童数は、少子化に伴い次第に減少

しつつあり、令和６年は 人です。

（基準日：各年５月１日現在）

（基準日：各年５月１日現在）
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令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

～ 歳 歳 歳 歳 総数

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

学年 学年 学年 学年 学年 学年 総数

３ 認定こども園

本市には、私立認定こども園が２園あります。令和２年に１園だったこども園が、令和３

年に２園となり大幅に増加した後、 人台を推移し、令和５年に減少したものの、令和６

年では 人となっています。

４ 小学校

本市には小学校の本校が８校、分校が１校あります。児童数は、少子化に伴い次第に減少

しつつあり、令和６年は 人です。

（基準日：各年５月１日現在）

（基準日：各年５月１日現在）
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第３章 計画の基本的な考え方

第１節 基本理念

本市では、平成 年３月に「八街市次世代育成支援行動計画（後期）」を策定し、その基

本理念を「子どもがいつも輝いて明るく健やかに育つまち」として計画を推進してまいりま

した。その後継と位置付けられる「第１期計画」及び「第２期計画」においても、この基本

理念を継承してきました。

この度、新たに策定された本市の取組みの最も基本となる計画である「八街市総合計画

前期基本計画」（令和７年度～令和 年度）においては、八街市が目指す将来都市像として、

『緑豊かに心豊かに健やかに ともに支えあい安心して暮らせる八街』を掲げています。本

市に暮らす子どもと家族が豊かな緑と自然に囲まれ、自分も周りも愛せるような豊かな心と

身体となるよう健やかに育つこと、また地域に暮らす人たちがともに子どもと家族を支えあ

い誰もが安心して暮らすことができるまちとなることが望まれます。

このような「八街市総合計画 前期基本計画」の将来都市像を踏まえ、「第３期子ども・

子育て支援事業計画」の基本理念を「子どもが心豊かに健やかに育つまち」と定め、新たな

基本理念のもと、新しい計画の事業展開を図ってまいります。

～基本理念～ 

子どもが心豊かに健やかに育つまち 
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第２節 基本方針と体系

基本理念の実現に向けた３つの基本方針と本計画の施策の全体像となる体系は以下のよう

になります。

１ 基本方針

基本理念「子どもが心豊かに健やかに育つまち」の実現に向けて、次のような基本方針で

計画を推進していきます。また、計画の推進にあたっては、全庁的な取組みとあわせ、市民

と行政との協働による一体となった子育て支援に努めます。

基本方針１ 子ども自身の育ちを支えるまち

令和５年 月に国より示された「こども大綱」では「こどもまんなか社会」の実現として、

すべての子どもが、自立した個人としてひとしく健やかに成長することが求められています。

また、「八街市総合計画 前期基本計画」の施策の大綱「笑顔あふれる子育てへの支援」

の前期基本計画の取組みとして「子ども自身の育ちへの支援」を掲げています。

少子化や競争社会のなかで、子どもたちが仲間とともにのびやかに子ども時代を過ごす権

利を保障することが難しくなってきています。アンケート調査結果でも、子どもと接する時

間が少ないことが上位になっており、子どもとの関係構築が課題として挙げられていました。

子どもが自分で考え、自分の言葉で話し、じっくり聞いてもらいたい、どんな時でもしっ

かり受け止めてもらえる、という安心感と信頼関係を培っていく仕組みが大切になっていま

す。

そこで、私たち大人は、子どもを保護・教育の対象としてのみ捉えるのではなく、子ども

の目線にたち、一人ひとりの個性と主体性を認め、子どもの最善の利益を守ることが必要で

す。

そのため、子どもたちが誰ひとり取り残されることなく、仲間のなかで育ち、十分に意見

を聞いてもらい、自分の思いを自分らしく表現する力と機会が保障され、子どもたちの感じ

たことや考えたことが反映される「こどもまんなか」のまちづくりを進めます。

基本方針２ 子育て家庭と親の育ちを支えるまち

「八街市総合計画 前期基本計画」の施策の大綱「笑顔あふれる子育てへの支援」の前

期基本計画の取組みとして「子育て家庭と親の育ちへの支援」を掲げています。

本市においても、核家族化の進行、少子化による地域の子育て世帯の減少等、子育てをめ

ぐる環境が厳しさを増しつつあります。子どもが生まれると、誰にでも母性・父性がすぐに

備わるのではなく、子どもとの関わりのなかで、親としての力を学び、親になっていくと考

えられます。

しかし、共働き世帯の増加や母親のフルタイム勤務の増加により、家族とのコミュニケー

ションの機会や窓口に相談する機会を持つことも難しくなってきており、母親へのストレス、
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第２節 基本方針と体系
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ひいては孤立化も懸念される状況です。一方でインターネットによりあらゆる情報が溢れる

中、自宅に居ながら多くの情報を入手可能な反面、本人に必要な情報、信頼できる情報、子

どもに適切な情報等の判断が難しくなってきています。

このような状況に対し、将来親になる若い世代が子育てに関わりをもつことができる活動

を推進します。また、現在の子育て家庭に対しても、子育てに関する疑問や不安を受け止め、

解決につなげるネットワークの構築を推進します。子育て家庭を支えるために、親たちが子

どもと地域の親たちとともに語らい、支えあいながら子育てを通して楽しさやおもしろさを

経験し、親自身の学びや育ちにつながり、それが次の世代へと受け継がれるような、子育て

したくなるまちづくりを進めます。

基本方針３ 子どもの育ちと子育てを地域社会全体で支えるまち

「八街市総合計画 前期基本計画」の八つの街づくり宣言に協働のまちづくりの推進が

横断的な視点として掲げられております。子育てに係る多様化するニーズに対応するために

は、行政のみならず、地域社会全体で連携・協力することが欠かせません。

アンケート調査結果では、道路や公園など子どもが安心して暮らせる環境の整備や小児医

療体制の充実への要望が多い他、親子が安心して集まって交流できる場などの整備への要望

も挙げられています。また、相談先がないという保護者がいることも示されています。核家

族化が進行し、保護者の就労時間も長時間化する状況において、子育て世帯の孤立化も懸念

されます。

子どもの育ちや子育ては一人だけ、一家族だけではできない社会的な営みです。家族だけ

でなく地域の問題として子育て家族を受け止め、地域全体で子育てを支えることが求められ

ます。また、共働き世帯が増える状況においては、子どもが安心して自分らしく過ごせる居

場所づくりに対して地域で共に支えあうことが必要となります。

市民が協力し助け合うなかでお互いに支えあいながら楽しく子育てができれば、子どもの

笑顔、子育ての喜びを通じて、まちに活気と安らぎが満ち、そこに住む人にとっても過ごし

やすい環境となります。

子どもたちは、その存在、その成長を通じて、大人やまちに素晴らしい夢や希望を与えて

くれます。このようなまちを目指し、八街市の未来を託す子どもたちに最善の育ちの場とな

るまちづくりを進めます。
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２ 体系

基本理念を目指し、以下の３つの基本方針のもと、６つの基本目標を目指します。

施策の体系 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 １ 子ども自身の育ちを支えるまち 

《基本目標①》質の高い教育・保育の総合的な提供

【基本施策】・教育・保育施設の充実

・保育サービスの充実

・乳児等通園支援事業の実施

２ 子育て家庭と親の育ちを支えるまち 

３ 子どもの育ちと子育てを地域社会全体で支えるまち 

子
ど
も
が
心
豊
か
に
健
や
か
に
育
つ
ま
ち

基本理念 基本方針 基本目標 

《基本目標②》子どもの生きる力の育成に向けた教育環

境等の整備

【基本施策】・「生きる力」を育む教育の推進

・家庭や地域の教育力の向上

・次代の親の育成

《基本目標①》子育ての支援

【基本施策】・子育て支援サービスの充実

・子育て支援ネットワークづくり

・子育て情報の提供と相談の場づくり

・児童の健全育成

・経済的負担の軽減

《基本目標②》母子保健の充実

【基本施策】・相談体制の充実

・妊婦等包括相談・産後ケアの推進

・妊産婦・乳幼児への保健対策

・食育の推進

・思春期保健対策の充実

《基本目標①》要保護児童へのきめ細かな取組みの推進

【基本施策】・児童虐待防止対策の充実

・ひとり親家庭の自立支援の推進

・障がい児施策の充実

・子どもの貧困対策の充実

・医療的ケア児等への支援体制の確立

《基本目標②》子育てと仕事の両立のための支援

【基本施策】・ワーク・ライフ・バランスの普及啓発

・多様な働き方への支援
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第４章 施策の展開

第１節 量の見込みの算出

１ 算出方法

量の見込みの算出にあたっては、第２期計画期間である令和２年度から令和６年度までの

各年度の利用実績から事業毎に利用率を算出し、その利用率の推移から算出した年度毎の変

化率を基に、変化率の傾向及びニーズ調査結果から想定される今後の利用動向や本市の地域

特性を踏まえ設定しました。

算出方法

推計項目 内容

１．こどもの人口の推計

令和元年～令和５年の年齢ごとの住民基本台帳人口を基に、コー

ホート変化率法※によって、令和７年度～令和 年度の人口を

推計します。

※各コーホート（同じ年に生まれた人々の集団）について、過去

における実績人口の動勢から「変化率」を求め、それに基づき将

来人口を推計する方法。

２．利用実績の把握

教育・保育の令和元年度末～令和５年度末の利用実績を集計し

ます。年齢別に量の見込みを設定する事業については、実績も

年齢別に把握します。

３．利用率の算出

年度別に事業ごとの利用率を算出します。事業対象年齢の人口

に対する利用実績が、利用率になります。年齢別の利用実績が

把握できている場合には、年齢ごとの利用率を算出します。

４．変化率の算出

事業ごとに年間の変化率（当年度利用率／前年度利用率）を算

出し、令和元年度末～令和５年度末の変化率の推移を設定しま

す。変化率の推移から事業ごとの利用動向の傾向を把握します。

５．ニーズ調査結果から

の利用意向等の把握

ニーズ調査結果から事業ごとの利用意向や生活状況を把握しま

す。

６．量の見込みを推計

事業ごとに変化率の推移、ニーズ調査結果からの利用意向等を

踏まえ、計画初年度（令和７年度）利用率、計画期間中（令和

年度～令和 年度）の変化率を設定します。これらの変化

率から算出される年度毎の利用率に事業ごとの利用対象年齢の

推計人口を乗じることにより、量の見込みを算出します。
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２ 将来児童数の推計

住民基本台帳に基づき、「コーホート変化率法」により将来人口を推計すると、０～ 歳

の本市の児童人口は、令和７年度には 人に、令和 年度には 人になり、５年間

で 人の減少となっています。

年齢
令和

５年度

令和

６年度

令和

７年度

令和

８年度

令和

９年度

令和

年度

令和

年度

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

歳

歳

０～２歳合計

３～５歳合計

６～８歳合計

９～ 歳合計

０～ 歳合計

※令和６年度以降は、令和２年～令和６年３月 日現在の住民基本台帳をもとに「コーホート変化率法」で算出した

推計値。なお、同じ年（又は同じ時期）に生まれた人々の集団のことを「コーホート」と言い、各コーホートについ
て、過去における実績人口の動勢から「変化率」を求め、それに基づき将来人口を推計する方法。

３ 保育の必要性の認定区分

認定区分 対象年齢 認定の内容 利用事業

１号認定

～ 歳

小学校就学前のこどもで、教育

を希望する場合

・幼稚園

・認定こども園

（幼稚園枠）

２号認定

小学校就学前のこどもで、保育

所等での保育を希望する場合

・保育所（園）

・認定こども園

（保育園枠）

３号認定 ０～ 歳

保育所等での保育を希望する

場合

・保育所（園）

・認定こども園

（保育園枠）

第３期計画期間の児童数 
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第３期計画期間の児童数 
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南 地 区

北 地 区

八街第一幼稚園

二州第二保育園

川上幼稚園

生活クラブ風の村保育園八街

交進保育園

交進小学校

朝陽幼稚園

朝陽小学校

八街北小学校

八街東小学校

笹引小学校

朝陽保育園

八街泉幼稚園

実住保育園

明徳やちまたこども園

八街かいたく保育園

二州第一保育園

八街文化幼稚園

八街保育園

八街すずらん幼稚園

公立保育園

私立保育園

公立幼稚園

私立幼稚園

小学校

認定こども園

川上小学校

二州小学校沖分校

二州小学校

★
実住小学校

★

第２節 教育・保育提供区域の設定

子ども・子育て支援法においては、基本的記載事項として、小学校区単位、中学校区単位、

行政区単位等、保護者や子どもが居宅より容易に移動することが可能な区域である「教育・

保育提供区域」を定めることとなっています。

八街市では、教育・保育施設等（認定こども園、保育所、幼稚園の教育・保育施設及び小

規模保育事業、家庭的保育事業等の地域型保育事業）と地域子ども・子育て支援事業では、

広域利用の実態や事業展開の単位が異なることから、共通の区域設定を行うことが困難であ

ると考えるため、それぞれの区域を設定します。

１ 教育・保育施設等

地形的要件、中心部の位置的要件、人口、地域性等の要件から勘案して、既存する区域設

定の中で計画策定に関わりが深いと見込まれる北地区と南地区の２区域としました。

２ 地域子ども・子育て支援事業

地域子ども・子育て支援事業については、市内全域が対象となっており、広域的に利用実

態が考えられるため区域を分けることなく、八街市を一つの区域とします。なお、放課後児

童クラブについては小学校区域とします。

八街泉こども園

★
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第３節 教育・保育の量の見込みと確保方策

 
１ 教育・保育施設の量の見込みと確保方策

第２期計画期間中における、認定区分毎の量の見込みと確保方策を示します。教育・保育施

設の量の見込み、確保方策については、北地区と南地区のそれぞれについて設定します。令和

６年度（第２期）の数値は、令和６年９月１日の実績値を示しています。

市全体（１） 

単位（人） 

令和６年度（第２期） 令和７年度 令和８年度 

１号

認定 

２号

認定 

３号認定 １号

認定 

２号

認定 

３号認定 １号

認定 

２号

認定 

３号認定 

０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳 

量の見込み① 
（予想園児数） 

確保方策② 

 

特定教育保育 

特定地域型保育 

認可外施設 

令和６年度差 

②－① 

市全体（２） 

単位（人） 

令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

１号

認定 

２号

認定 

３号認定 １号

認定 

２号

認定 

３号認定 １号

認定 

２号

認定 

３号認定 

０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳 

量の見込み① 
（予想園児数） 

確保方策② 

 

特定教育保育 

特定地域型保育 

認可外施設

令和６年度差 

②－① 
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第３節 教育・保育の量の見込みと確保方策

 
１ 教育・保育施設の量の見込みと確保方策

第２期計画期間中における、認定区分毎の量の見込みと確保方策を示します。教育・保育施

設の量の見込み、確保方策については、北地区と南地区のそれぞれについて設定します。令和

６年度（第２期）の数値は、令和６年９月１日の実績値を示しています。

市全体（１） 

単位（人） 

令和６年度（第２期） 令和７年度 令和８年度 

１号

認定 

２号

認定 

３号認定 １号

認定 

２号

認定 

３号認定 １号

認定 

２号

認定 

３号認定 

０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳 

量の見込み① 
（予想園児数） 

確保方策② 

 

特定教育保育 

特定地域型保育 

認可外施設 

令和６年度差 

②－① 

市全体（２） 

単位（人） 

令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

１号

認定 

２号

認定 

３号認定 １号

認定 

２号

認定 

３号認定 １号

認定 

２号

認定 

３号認定 

０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳 

量の見込み① 
（予想園児数） 

確保方策② 

 

特定教育保育 

特定地域型保育 

認可外施設

令和６年度差 

②－① 
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北地区（１） 

単位（人） 

令和６年度（第２期） 令和７年度 令和８年度 

１号 

認定 

２号 

認定 

３号認定 １号 

認定 

２号 

認定 

３号認定 １号 

認定 

２号 

認定 

３号認定 

０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳 

量の見込み① 
（予想園児数） 

確保方策② 

 

特定教育保育 

特定地域型保育 

認可外施設 

令和６年度差 

②－① 

 北地区（２） 

単位（人） 

令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

１号 

認定 

２号 

認定 

３号認定 １号 

認定 

２号 

認定 

３号認定 １号 

認定 

２号 

認定 

３号認定 

０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳 

量の見込み① 
（予想園児数） 

確保方策② 

 

特定教育保育 

特定地域型保育 

認可外施設

令和６年度差 

②－① 
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南地区（１） 

単位（人） 

令和 6 年度（第 2 期） 令和７年度 令和８年度 

１号 

認定 

２号 

認定 

３号認定 １号 

認定 

２号 

認定 

３号認定 １号 

認定 

２号 

認定 

３号認定 

０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳 

量の見込み① 
（予想園児数） 

確保方策② 

 

特定教育保育 

特定地域型保育 

認可外施設 

令和６年度差 

②－① 

南地区（２） 

単位（人） 

令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

１号 

認定 

２号 

認定 

３号認定 １号 

認定 

２号 

認定 

３号認定 １号 

認定 

２号 

認定 

３号認定 

０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳 

量の見込み① 
（予想園児数） 

確保方策② 

 

特定教育保育 

特定地域型保育  

認可外施設 

令和６年度差 

②－① 

■１号認定（幼稚園・認定こども園）【３歳～５歳】

令和７年度においては、市全体で１号認定の量の見込みは 人となっています。これに

対する確保方策として、市全体で幼稚園及び認定こども園（教育）の定員を 人としてお

り、量の見込みを大幅に上回っています。

■２号認定（保育所・認定こども園）【３歳～５歳】

令和７年度の量の見込みは、市全体で 人となっています。これに対する確保方策とし

て、市全体で保育所及び認定こども園（保育）の定員を 人としており、 人上回って

います。

■３号認定（保育所・認定こども園）【０歳】

令和７年度の量の見込みは 人となっています。これに対する確保方策として、市全体

での定員を 人としており、量の見込みを 人上回っています。

令和８年度には量の見込みが 人と増加しますが、確保方策を 人としており、量の見

込みを 人上回ります。
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南地区（１） 

単位（人） 

令和 6 年度（第 2 期） 令和７年度 令和８年度 

１号 

認定 

２号 

認定 

３号認定 １号 

認定 

２号 

認定 

３号認定 １号 

認定 

２号 

認定 

３号認定 

０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳 

量の見込み① 
（予想園児数） 

確保方策② 

 

特定教育保育 

特定地域型保育 

認可外施設 

令和６年度差 

②－① 

南地区（２） 

単位（人） 

令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

１号 

認定 

２号 

認定 

３号認定 １号 

認定 

２号 

認定 

３号認定 １号 

認定 

２号 

認定 

３号認定 

０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳 ０歳 １歳 ２歳 

量の見込み① 
（予想園児数） 

確保方策② 

 

特定教育保育 

特定地域型保育  

認可外施設 

令和６年度差 

②－① 

■１号認定（幼稚園・認定こども園）【３歳～５歳】

令和７年度においては、市全体で１号認定の量の見込みは 人となっています。これに

対する確保方策として、市全体で幼稚園及び認定こども園（教育）の定員を 人としてお

り、量の見込みを大幅に上回っています。

■２号認定（保育所・認定こども園）【３歳～５歳】

令和７年度の量の見込みは、市全体で 人となっています。これに対する確保方策とし

て、市全体で保育所及び認定こども園（保育）の定員を 人としており、 人上回って

います。

■３号認定（保育所・認定こども園）【０歳】

令和７年度の量の見込みは 人となっています。これに対する確保方策として、市全体

での定員を 人としており、量の見込みを 人上回っています。

令和８年度には量の見込みが 人と増加しますが、確保方策を 人としており、量の見

込みを 人上回ります。
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■３号認定（保育所・認定こども園）【１歳】

令和７年度の量の見込みは 人となっています。これに対する確保方策として、市全体

での定員を 人としており、量の見込みを 人上回っています。

令和８年度には量の見込みが 人と減少しますが、確保方策を 人としており、量の

見込みを 人上回ります。

■３号認定（保育所・認定こども園）【２歳】

令和７年度の量の見込みは 人となっています。これに対する確保方策として、市全体

での定員を 人としており、量の見込みを 人上回っています。

令和８年度には量の見込みが 人と増加しますが、確保方策を 人としており、量の

見込みを 人上回ります。

２ 幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び当該学校教育・保育の推進に関する

体制の確保

本市では、学校教育と保育の一体的提供に対して、私立明徳やちまたこども園 園のみで

したが、令和３年度に私立八街泉幼稚園が認定こども園に移行したことより、２園の体制が

確保できました。第３期計画期間中においても、利用動向や地域のニーズ等に鑑み、学校教

育・保育の一体的提供を推進します。

３ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保

本市では、子育てのための施設等利用給付の実施にあたって、公正かつ適正な支給の確保、

保護者の経済的負担の軽減や利便性等を勘案しつつ、給付方法について検討を行い、実施し

ていきます。

４ 幼児教育・保育等の質の確保及び向上

専門性の向上を図るため、幼児教育の専門的な知見や豊富な実践経験を有し、域内の教育・

保育施設等への訪問支援等を通じて、教育内容や指導方法、指導環境の改善等について助言

等を行う幼児教育アドバイザーを活用してまいります。

５ 外国につながる幼児への支援・配慮

国際化の進展を踏まえて、地域における外国人等の在住状況や出身地域等を踏まえつつ、

子ども及びその保護者の使用可能な言語に配慮した案内を行うことなど、それぞれの事情に

応じた丁寧な支援に取り組むとともに、教育・保育施設等に対する支援策を検討します。
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第４節 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策

１ 利用者支援事業

《事業の概要》

子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業な

どの情報提供及び必要に応じ相談・助言などを行うとともに、関係機関との連絡調整等によ

り地域連携を図る事業です。

〈八街市の現状〉

健康増進課、子育て支援課、地域子育て支援センターなどにおいて必要な情報提供や相談

を行っています。

〈目標事業量〉

（か所） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①

〈確保方策〉

・既存施設において利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の提供、相談できる

体制を整備します。

・令和２年度より、市役所内に子育て包括支援センターを設置し、保健師・助産師等を配置

し、幼稚園や保育所、認定こども園等の利用をはじめ、子育て支援についての多様な情報

提供や相談活動の拠点として位置付け、事業を推進します。

２ 地域子育て支援拠点事業

《事業の概要》

保育所やこども園等の地域の身近な場所で乳幼児のいる子育て中の親子の交流の場や育

児相談、子育てに関する情報提供などを実施し、子育ての孤立感や負担感の解消を図り、子

育て家庭を地域で支える取組みをする事業です。

・対象児童年齢…小学校就学前児童

〈八街市の現状〉

八街市では、市立実住保育園、私立生活クラブ風の村保育園八街、私立八街かいたく保育

園、私立明徳やちまたこども園、私立八街泉こども園の５園に地域子育て支援センターを設

置しています。また、すべての保育所でにこにこ広場を実施し、遊戯室と園庭を開放してい

ます。子どもの遊び場、保護者の情報交換の場として活用できます。
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〈目標事業量〉

（人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①

〈確保方策〉

・ニーズ調査では、相談相手がいない状況が増加傾向にあるものの、フルタイムで就労する

保護者が増えているため、利用人数は微減と見込み、現行体制を維持します。

３ 妊婦健康診査

《事業の概要》

妊産婦の健康の保持・増進を図るため、健康診査を行う事業です。

〈八街市の現状〉

妊娠届出時に受診票 回分を交付し、医療機関において妊婦健康診査を行っています。

〈目標事業量〉

（人） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①

〈確保方策〉

・０歳児の推計人口を妊産婦数とみなし、妊産婦の ％が妊婦健康診査を受けるものとし

て見込みます。

・量の見込みに対応できる確保がされており、現行の体制を維持します。

４ 乳児家庭全戸訪問事業（新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問）

《事業の概要》

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育

環境等の把握を行い、必要なサービスにつなげる事業です。

〈八街市の現状〉

保健師・助産師・こんにちは赤ちゃん訪問員が家庭を訪問し、すべての新生児・乳児の養

育に関する相談・指導、育児の悩み等の相談を行っています。
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〈目標事業量〉

（人） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①

〈確保方策〉

・０歳児の推計人口を訪問する乳児家庭とみなし、乳児のいるすべての家庭の訪問を見込み

ます。

・量の見込みに対応できる確保がされており、現行の体制を維持します。

５ 養育支援訪問事業、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

《事業の概要》

養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関する指導・助言等を行います。

〈八街市の現状〉

若年妊婦及び精神疾患を持つハイリスク妊婦への訪問や、こんにちは赤ちゃん訪問を通し

て支援の必要な対象者への指導・助言等を行っております。また、関係機関と連携を図りな

がら、早期発見・防止に努めています。

〈確保方策〉

・児童虐待に関する相談やこんにちは赤ちゃん訪問等により、児童の養育について積極的に

支援することが必要とされる家庭に対し、要保護児童対策地域協議会を中心として組織的

な支援体制の整備を図ります。

６ 子育て短期支援事業

《事業の概要》

保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において

児童を養育することが困難になった場合に、一時的に養育･保護する事業です。

〈八街市の現状〉

乳児院イーハトーブにおいて、生後６か月から３歳未満の乳幼児を対象に、７日間を限度

に宿泊を伴う預かりに対応しています。

〈目標事業量〉

（人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①
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〈目標事業量〉

（人） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①

〈確保方策〉

・０歳児の推計人口を訪問する乳児家庭とみなし、乳児のいるすべての家庭の訪問を見込み

ます。

・量の見込みに対応できる確保がされており、現行の体制を維持します。

５ 養育支援訪問事業、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

《事業の概要》

養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関する指導・助言等を行います。

〈八街市の現状〉

若年妊婦及び精神疾患を持つハイリスク妊婦への訪問や、こんにちは赤ちゃん訪問を通し

て支援の必要な対象者への指導・助言等を行っております。また、関係機関と連携を図りな

がら、早期発見・防止に努めています。

〈確保方策〉

・児童虐待に関する相談やこんにちは赤ちゃん訪問等により、児童の養育について積極的に

支援することが必要とされる家庭に対し、要保護児童対策地域協議会を中心として組織的

な支援体制の整備を図ります。

６ 子育て短期支援事業

《事業の概要》

保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において

児童を養育することが困難になった場合に、一時的に養育･保護する事業です。

〈八街市の現状〉

乳児院イーハトーブにおいて、生後６か月から３歳未満の乳幼児を対象に、７日間を限度

に宿泊を伴う預かりに対応しています。

〈目標事業量〉

（人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①
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〈確保方策〉

・量の見込みは多くありませんが、緊急を伴う理由での利用の可能性も高いため、必要な

場合はいつでも利用できる体制を確保します。

７ ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業）

《事業の概要》

乳幼児や小学生等を子育てしている保護者を会員として、子どもの預かり等の援助を希望

する人と援助を行いたい人との相互援助活動に関する連絡・調整を行う事業です。

〈八街市の現状〉

八街市では、サービスを利用する「利用会員」への入会説明、サービスを提供する「提供

会員」への講習会開催及び会員間のコーディネートを行っています。

〈目標事業量〉

（回） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①

〈確保方策〉

 ・事業の周知に向けた取組みを行い、「提供会員」の確保により、安定的なサービス提供が

継続できるよう事業を推進します。 

８ 一時預かり事業

（１）幼稚園等での預かり保育（在園児対象）

《事業の概要》

幼稚園等（認定こども園については１号認定）在園児を対象とし、通常の教育時間の前後

等において一時預かり（預かり保育）をする事業です。

・対象児童年齢…３～５歳

〈八街市の現状〉

八街市では、私立幼稚園、私立認定こども園で預かり保育を実施しています。

〈目標事業量〉

（人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み（１号認定）

②確保方策

②－①
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〈確保方策〉

・幼児教育無償化に伴い、利用希望が増加する可能性もありますが、幼稚園利用者が減少し

てきており、サービス提供は確保できます。

（２）幼稚園以外での一時預かり（在園児以外）

《事業の概要》

保護者の育児疲れや冠婚葬祭等の理由により家庭での保育が一時的に困難となった子ど

もについて、主として昼間、保育所等において一時的に預かる事業です。

・対象児童年齢…０～５歳

〈八街市の現状〉

八街市では、保育所・幼稚園に入園していない児童を対象に、市立実住保育園、市立朝陽

保育園、市立二州第一保育園、私立生活クラブ風の村保育園八街、私立八街かいたく保育園、

私立明徳やちまたこども園で一時預かり事業を実施しています。

〈目標事業量〉

（人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①

〈確保方策〉

・保育園における一時預かり事業と認定こども園における一時預かり事業を合わせ確保しま

す。

（人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

市立実住保育園

市立朝陽保育園

市立二州第一保育園

私立生活クラブ風の村保育園八街

私立八街かいたく保育園

私立明徳やちまたこども園

合計

９ 延長保育事業

《事業の概要》

通常の利用日や利用時間以外に保育所や認定こども園等が在園児をお預かりする事業で

す。

・対象児童年齢…０～５歳
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〈確保方策〉

・幼児教育無償化に伴い、利用希望が増加する可能性もありますが、幼稚園利用者が減少し

てきており、サービス提供は確保できます。

（２）幼稚園以外での一時預かり（在園児以外）

《事業の概要》

保護者の育児疲れや冠婚葬祭等の理由により家庭での保育が一時的に困難となった子ど

もについて、主として昼間、保育所等において一時的に預かる事業です。

・対象児童年齢…０～５歳

〈八街市の現状〉

八街市では、保育所・幼稚園に入園していない児童を対象に、市立実住保育園、市立朝陽

保育園、市立二州第一保育園、私立生活クラブ風の村保育園八街、私立八街かいたく保育園、

私立明徳やちまたこども園で一時預かり事業を実施しています。

〈目標事業量〉

（人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①

〈確保方策〉

・保育園における一時預かり事業と認定こども園における一時預かり事業を合わせ確保しま

す。

（人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

市立実住保育園

市立朝陽保育園

市立二州第一保育園

私立生活クラブ風の村保育園八街

私立八街かいたく保育園

私立明徳やちまたこども園

合計

９ 延長保育事業

《事業の概要》

通常の利用日や利用時間以外に保育所や認定こども園等が在園児をお預かりする事業で

す。

・対象児童年齢…０～５歳
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〈八街市の現状〉

八街市では、すべての保育所等で午前７時から午後７時まで（一部の保育所等で午前７時

から午後８時まで）の保育を実施しております。

〈目標事業量〉

（人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①

〈確保方策〉

・利用実績に合わせた延長保育の提供に努めます。

病後児保育事業（病児保育事業）

《事業の概要》

児童が病気の回復期であり、かつ集団保育が困難な期間に、病院・保育所等に付設された

専用スペース等において、一時的に保育する事業です。

・対象児童年齢…生後６か月から小学校３年生までの児童

〈八街市の現状〉

乳児院イーハトーブ病後児保育室「キュア」において、月曜日～金曜日の午前８時 分

から午後５時まで利用できます。

〈目標事業量〉

（人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①

〈確保方策〉

・受け入れ人数として、児童３人×５日× 週＝ 人日／年としました。
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放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）

《事業の概要》

共働き家庭など留守家庭の小学校に就学している児童に対して、放課後、学校の余裕教室な

どにおいて適切な遊びや生活の場を与え、その健全育成を図る事業です。

〈八街市の現状〉

小学校区域ごとに か所の児童クラブを設置し、実施しています。

児童クラブを利用する場合には、基本的には同じ小学校区域内の児童クラブへの入所にな

るため、入所希望者が多く待機児童が発生する児童クラブと定員に余裕のある児童クラブが

混在しています。

児童クラブ一覧（令和６年５月 日現在）

名称 定員（人）

１ 第一実住児童クラブ

２ 第二実住児童クラブ

３ 第三実住児童クラブ

４ 第四実住児童クラブ

５ 第一八街北児童クラブ

６ 第二八街北児童クラブ

７ 第一川上児童クラブ

８ 第二川上児童クラブ

９ 第一朝陽児童クラブ

第二朝陽児童クラブ

交進児童クラブ

二州児童クラブ

笹引児童クラブ

沖児童クラブ

第一八街東児童クラブ

第二八街東児童クラブ

第三八街東児童クラブ

第四八街東児童クラブ

合計
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放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）

《事業の概要》

共働き家庭など留守家庭の小学校に就学している児童に対して、放課後、学校の余裕教室な

どにおいて適切な遊びや生活の場を与え、その健全育成を図る事業です。

〈八街市の現状〉

小学校区域ごとに か所の児童クラブを設置し、実施しています。

児童クラブを利用する場合には、基本的には同じ小学校区域内の児童クラブへの入所にな

るため、入所希望者が多く待機児童が発生する児童クラブと定員に余裕のある児童クラブが

混在しています。

児童クラブ一覧（令和６年５月 日現在）

名称 定員（人）

１ 第一実住児童クラブ

２ 第二実住児童クラブ

３ 第三実住児童クラブ

４ 第四実住児童クラブ

５ 第一八街北児童クラブ

６ 第二八街北児童クラブ

７ 第一川上児童クラブ

８ 第二川上児童クラブ

９ 第一朝陽児童クラブ

第二朝陽児童クラブ

交進児童クラブ

二州児童クラブ

笹引児童クラブ

沖児童クラブ

第一八街東児童クラブ

第二八街東児童クラブ

第三八街東児童クラブ

第四八街東児童クラブ

合計

 

43 

〈目標事業量〉

（人） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①

量

の

見

込

み

１年生

２年生

３年生 
４年生 
５年生 
６年生 
合計

②確保方策

②－①

〈確保方策〉

小学校により待機児童の状況が異なるため、各校区に応じた確保を実施します。第２期計画

期間において、児童クラブへの申請者が増えたため、市内の児童クラブの数及び利用定数を増

加し、令和６年４月から市全体の定員が 人になりました。児童クラブによっては、時期的

に利用希望が集中する状況もあるため、既存登録者の利用状況や利用希望者の家庭状況を把握

し、待機児童のないよう調整を進めます。また、夏休み等の長期休暇時のみの利用希望者によ

り定員を超えるような場合には、近隣小学校区域との調整を図り､待機児童がいないように努め

ます。

子育て世帯訪問支援事業

《事業の概要》

家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家

庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児

等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐ

ことを目的とします。

〈八街市の現状〉

児童福祉法の改正を受けて、令和７年度から開始予定の新規事業になります。

〈目標事業量〉

（人） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①

〈確保方策〉

量の見込みに対応できる提供体制の確保に取り組みます。
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児童育成支援拠点事業

《事業の概要》

養育環境に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児童の居場所と

なる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習のサポ

ート、進路等の相談支援、食事の提供等を行う事業です。

〈八街市の現状〉

児童福祉法の改正を受けて、令和７年度から開始予定の新規事業になります。

〈目標事業量〉

（人） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①

〈確保方策〉

量の見込みに対応できる提供体制の確保に取り組みます。

親子関係形成支援事業

《事業の概要》

子どもとの関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対し、講義や

グループワーク、ロールプレイ等を通じて、児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、

相談及び助言を実施するとともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を

相談・共有し、情報の交換ができる場を設ける等その他の必要な支援を行うことにより、親子

間における適切な関係性の構築を図ります。

〈八街市の現状〉

児童福祉法の改正を受けて、令和７年度から開始予定の新規事業になります。

〈目標事業量〉

（人） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①

〈確保方策〉

量の見込みに対応できる提供体制の確保に取り組みます。
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児童育成支援拠点事業

《事業の概要》

養育環境に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児童の居場所と

なる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習のサポ

ート、進路等の相談支援、食事の提供等を行う事業です。

〈八街市の現状〉

児童福祉法の改正を受けて、令和７年度から開始予定の新規事業になります。

〈目標事業量〉

（人） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①

〈確保方策〉

量の見込みに対応できる提供体制の確保に取り組みます。

親子関係形成支援事業

《事業の概要》

子どもとの関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対し、講義や

グループワーク、ロールプレイ等を通じて、児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、

相談及び助言を実施するとともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を

相談・共有し、情報の交換ができる場を設ける等その他の必要な支援を行うことにより、親子

間における適切な関係性の構築を図ります。

〈八街市の現状〉

児童福祉法の改正を受けて、令和７年度から開始予定の新規事業になります。

〈目標事業量〉

（人） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①

〈確保方策〉

量の見込みに対応できる提供体制の確保に取り組みます。
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妊婦等包括相談支援事業

《事業の概要》

妊娠期の負担の軽減のため、妊婦のための支援給付とともに本事業とを効果的に組み合わせ

ることで総合的な支援を行います。本事業は、伴走型相談支援として、主に妊婦・その配偶者

等に対して面談等により情報提供や相談等を行う事業です。

〈八街市の現状〉

母子健康手帳の交付や両親学級をはじめとする、様々な事業の際に面接や相談等により妊産

婦の求める情報提供や支援を行っています。

また、医療機関の関連機関と連携しながら情報共有や協議を行い、妊産婦の心配や問題の早

期解決に努めています。

 
〈確保方策〉

母子手帳の交付の際に実施している面接、両親学級や妊産婦向けの事業等を実施するととも

に、医療機関等で気になる妊産婦の情報提供体制の構築等を行うことで問題の早期発見・解決

に努めます。

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

《事業の概要》

令和８年度からの新規事業になります。月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問

わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付で、生後６か月から３歳未満の児童を対象

としています。アンケート調査により、利用が想定される件数を見込んでいます。対象施設の

確保を含めサービス提供体制の確保に努めます。

〈八街市の現状〉

八街市では、保育所等に入園していない生後６か月から３歳未満の児童を対象に市内保育施

設等で実施する予定です。

〈目標事業量〉

（人日／月） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み －

②確保方策 －

②－① －

〈確保方策〉

余裕活用型を基本に一時預かり事業の中での実施や私立保育園等と連携し、確保に取り組み

ます。
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産後ケア事業

《事業の概要》

退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てがで

きる支援体を行います。実施方法は、宿泊により休養の機会を提供する「宿泊型」、施設におい

て日中、来所した利用者に実施する「日帰り型」、担当者が利用者の自宅に赴く「訪問型」があ

ります。

対象施設の確保を含めサービス提供体制の確保に努めます。

〈八街市の現状〉

令和３年度より開始した本事業は、年々利用者数が倍増している状況です。

また、令和６年度より利用対象者が拡大したことから利用者の増加がより顕著になっていま

す。

〈目標事業量〉

宿泊型

（人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①

〈目標事業量〉

日帰り型

（人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①

〈目標事業量〉

訪問型

（人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①

〈確保方策〉

全国的に注目されている事業であるため、市民が利用した産科施設等より産後ケアが実施可

能であるとの提案や、地域資源の発掘を行うことで実施可能施設の拡充に努めます。
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産後ケア事業

《事業の概要》

退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てがで

きる支援体を行います。実施方法は、宿泊により休養の機会を提供する「宿泊型」、施設におい

て日中、来所した利用者に実施する「日帰り型」、担当者が利用者の自宅に赴く「訪問型」があ

ります。

対象施設の確保を含めサービス提供体制の確保に努めます。

〈八街市の現状〉

令和３年度より開始した本事業は、年々利用者数が倍増している状況です。

また、令和６年度より利用対象者が拡大したことから利用者の増加がより顕著になっていま

す。

〈目標事業量〉

宿泊型

（人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①

〈目標事業量〉

日帰り型

（人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①

〈目標事業量〉

訪問型

（人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度

①量の見込み

②確保方策

②－①

〈確保方策〉

全国的に注目されている事業であるため、市民が利用した産科施設等より産後ケアが実施可

能であるとの提案や、地域資源の発掘を行うことで実施可能施設の拡充に努めます。
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実費徴収に係る補足給付を行う事業

《事業の概要》

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべき

日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要す

る費用等を助成する事業です。

〈八街市の現状〉

幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園を利用する

世帯収入 万円未満及び第３子以降の施設利用認定子どもに対し、施設等が徴収する副食材

料費の助成を実施します。また、今後国の動向に応じ対象者に対して助成の検討を進めます。

多様な事業者の参入促進・能力活用事業

《事業の概要》

多様な事業者の新規参入を支援するほか、特別な支援が必要な子どもを受け入れる認定こど

も園の設置者に対して、必要な費用の一部を補助する事業です。

〈八街市の現状〉

国や県、近隣市町村の動向によって実施の検討をしていきます。
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第５節 学童期における子どもの放課後の居場所づくり

本市では、放課後の子どもに対する施策として、基本方針２「子育て家庭と親の育ちを支

えるまち」の基本目標①子育ての支援、基本施策「児童の健全育成」に基づき、「放課後児

童クラブ（放課後児童健全育成事業）の充実」、「校内交流型の放課後児童クラブ及び放課後

子ども教室の整備」、「放課後子ども教室の整備」、「教育委員会と首長部局の連携の推進」、

「児童クラブ指導員の資質の向上」、「子どもたちが安全に安心して過ごせる場づくりの推進」

に取り組んでいます。今後、全ての児童が放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動

を行うことができるよう、放課後児童クラブと放課後子ども教室の両事業の計画的な整備等

を推進するため、国が示す「放課後児童対策パッケージ」で示された各項目に対し、以下の

ように推進していきます。

１ 事業目標について

「放課後児童対策パッケージ」における事業目標は下記のとおりです。

事業内容 事業目標

１ 校内交流型の放課後児童クラブ

及び放課後子ども教室の整備

積極的に増設し、互いに連携して児童が

様々な体験学習ができるよう努めます。

２ 放課後子ども教室の整備 積極的な増設整備に努めます。

２ 放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の推進に関する方策について

「放課後児童対策パッケージ」では、放課後児童クラブの役割として、「単に保護者が労

働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童を授業の終了後に預かるだけでは

なく、児童が放課後児童支援員の助けを借りながら、基本的な生活習慣や異年齢児童等との

交わり等を通じた社会性の習得、発達段階に応じた主体的な遊びや生活ができる「遊びの場」

「生活の場」であり、子どもの主体性を尊重し、子どもの健全な育成を図る役割を負ってい

るものであることを踏まえ、こうした放課後児童クラブの役割を徹底し、子どもの自主性、

社会性等のより一層の向上を図る。」とされています。これに示されるような、放課後児童

クラブ及び放課後子ども教室の円滑な推進に向けて、以下のような方策のもと、各種取組み

を推進していきます。
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第５節 学童期における子どもの放課後の居場所づくり
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を行うことができるよう、放課後児童クラブと放課後子ども教室の両事業の計画的な整備等

を推進するため、国が示す「放課後児童対策パッケージ」で示された各項目に対し、以下の

ように推進していきます。

１ 事業目標について

「放課後児童対策パッケージ」における事業目標は下記のとおりです。

事業内容 事業目標

１ 校内交流型の放課後児童クラブ

及び放課後子ども教室の整備

積極的に増設し、互いに連携して児童が

様々な体験学習ができるよう努めます。

２ 放課後子ども教室の整備 積極的な増設整備に努めます。

２ 放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の推進に関する方策について

「放課後児童対策パッケージ」では、放課後児童クラブの役割として、「単に保護者が労

働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童を授業の終了後に預かるだけでは

なく、児童が放課後児童支援員の助けを借りながら、基本的な生活習慣や異年齢児童等との

交わり等を通じた社会性の習得、発達段階に応じた主体的な遊びや生活ができる「遊びの場」

「生活の場」であり、子どもの主体性を尊重し、子どもの健全な育成を図る役割を負ってい

るものであることを踏まえ、こうした放課後児童クラブの役割を徹底し、子どもの自主性、

社会性等のより一層の向上を図る。」とされています。これに示されるような、放課後児童

クラブ及び放課後子ども教室の円滑な推進に向けて、以下のような方策のもと、各種取組み

を推進していきます。

 

49 

項目 実施内容

１ 校内交流型・連携型の放課後児

童クラブ及び放課後子ども教室

の推進に関する具体的な方策

児童クラブの支援員と子ども教室の支援員が定期

的に情報交換を行い、児童の状況等を共有しま

す。すべての子どもが放課後を安全に過ごすこと

のできる環境を整えるため運営委員会を設置しま

す。また、校内交流型プログラムを実施する場合に

は、安全に児童が移動できるよう、放課後児童支

援員、ボランティア等を配置します。

２ 小学校の余裕教室等の放課後児

童クラブ及び放課後子ども教室へ

の活用に関する具体的な方策

教育委員会と福祉部局の間で協議し、学校施設の

利用を促進します。

３ 放課後児童クラブ及び放課後子ど

も教室の実施に係る教育委員会と

福祉部局の具体的な連携に関す

る方策

同じ学校に通う児童の健やかな成長のため、教育

委員会と福祉部局は放課後対策について実施主

体にかかわらず、連携して取り組みます。

４ 特別な配慮を必要とする児童への

対応に関する方策

放課後子ども教室開始前に保護者の相談に応じる

時間を設けるなど、子ども一人ひとりの状態に応じ

たきめ細やかな対応ができるよう努めます。

５ 地域の実情に応じた放課後児童ク

ラブの開所時間の延長に係る取組

み

各放課後児童クラブの実情に応じた開所時間の延

長に向けた検討・調整を進めます。

６ 放課後児童クラブの役割をさらに

向上させていくための方策

研修や個別の指導及び先進事例の検討等を通じ

て、支援員や運営主体の資質向上を図ります。

７ 放課後児童クラブの役割を果たす

観点から、各放課後児童クラブに

おける育成支援の内容について、

利用者や地域住民への周知を推

進させるための方策等

放課後児童クラブの育成支援の内容を自治会や

子ども会と連携し、継続的に利用者や地域住民に

周知していくための取組みを行います。

３ 児童館の整備について

本市では、放課後の子どもに対する施策として、放課後児童クラブと放課後子ども教

室だけでなく、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすること

を目的とした児童館を令和２年度に整備をしました。児童館では、子どもの成長支援等

を行う児童厚生員を配置し、本市の豊かな自然を生かしながら、多くの人々との交流や

様々な創作活動等を通して、子どもが安心して過ごせる居場所となるように努めます。



 

 



 

 

 

 

基本方針 

 

１ 子ども自身の育ちを支えるまち 

２ 子育て家庭と親の育ちを支えるまち 

３ 子どもの育ちと子育てを地域社会全体で支えるまち 
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基本方針１ 子ども自身の育ちを支えるまち

１．質の高い教育・保育の総合的な提供

幼児期の学校教育や保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものです。すべて

の子どもの健やかな育ちを保障していくために、発達段階に応じた質の高い教育や保育の安

定的な提供に努めます。

（１）教育・保育施設の充実

既存の教育・保育施設を最大限活用しながら、多様な教育・保育ニーズに対応するため

の基盤を確保し、待機児童の解消を図るため、地域性を踏まえながら、認定こども園や地

域型保育事業等の保育施設の充実を図ります。
 

事 業 名 事 業 概 要 担当課

１ 認定こども園の充実 すべての子どもに教育及び保育の総合的

な提供を行う認定こども園の教育・保育の

質の充実に努めます。職員の研修機会の確

保や、保育環境の整備を支援します。 

子育て支援課

２ 地域型保育事業の充実 ３歳未満児を少人数で受け入れる小規模

保育事業や家庭的保育事業を行うことで、

きめ細かく対応できる保育の充実に努め

ます。 

子育て支援課

（２）保育サービスの充実

女性の就労率は今後ますます高まることが予想されることから、仕事と子育てが両立で

きるよう、利用者のニーズに即した多様な保育サービスの充実に努めます。
 

事 業 名 事 業 概 要 担当課

３ 教育・保育施設の整備 施設の計画的な整備を行うとともに、施設

の安全性を確保し、保育サービスの充実に

努めます。 

子育て支援課

教育総務課

４ 通常保育事業の充実 現状の受け入れ体制を維持しながら、適正

な入所に努めるとともに、通常保育サービ

スの充実を図り保育の質を向上すべく保

育士等の確保を進めます。 

子育て支援課

（保育所）

総務課

５ 延長保育事業の充実 現状の延長時間を維持しながら、ニーズに

対応した延長保育サービスに努めます。 
子育て支援課

（保育所）

６ 休日保育事業の充実 休日保育サービスの充実と利用促進に努

めます。 
子育て支援課

（保育所）
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事 業 名 事 業 概 要 担当課

７ 障がい児保育の充実 加配職員の整備をし、障がい児の受け入れ

を進めるとともに、心理相談員や言語聴覚

士の生活指導を通して、個々の障がいに応

じたきめ細かな保育サービスの充実に努

めます。 

子育て支援課

（保育所）

８ 一時預かり事業の充実 未就園児の保護者のパート就業や急病、育

児疲れなどにより利用できる一時預かり

事業については、利用者の増加に対応でき

るよう、受け入れ体制の充実に努めます。 

子育て支援課

（保育所）

９ 保育士等の資質向上 各種研修などを通じて保育士等の資質向

上に努めます。 
子育て支援課

（保育所）

待機児童の解消 通常保育事業の充実や一時預かり事業の

充実・施設整備などにより、待機児童の解

消を図ります。 

子育て支援課

（保育所）

（３）乳児等通園支援事業の実施

新たに制度化された乳児等通園支援事業の円滑な事業の立ち上げと、ニーズに応じた事

業量及びサービスの質の確保に向けた体制整備を図ります。

事 業 名 事 業 概 要 担当課

乳児等通園支援事業の実

施

各教育・保育施設と連携しながら、こども

誰でも通園制度を実施します。令和８年度

の本格実施に向け、条例等の改正・制定、

実施事業所の認可・確認手続を進めます。 

子育て支援課
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事 業 名 事 業 概 要 担当課

７ 障がい児保育の充実 加配職員の整備をし、障がい児の受け入れ

を進めるとともに、心理相談員や言語聴覚

士の生活指導を通して、個々の障がいに応

じたきめ細かな保育サービスの充実に努

めます。 

子育て支援課

（保育所）

８ 一時預かり事業の充実 未就園児の保護者のパート就業や急病、育

児疲れなどにより利用できる一時預かり

事業については、利用者の増加に対応でき

るよう、受け入れ体制の充実に努めます。 

子育て支援課

（保育所）

９ 保育士等の資質向上 各種研修などを通じて保育士等の資質向

上に努めます。 
子育て支援課

（保育所）

待機児童の解消 通常保育事業の充実や一時預かり事業の

充実・施設整備などにより、待機児童の解

消を図ります。 

子育て支援課

（保育所）

（３）乳児等通園支援事業の実施

新たに制度化された乳児等通園支援事業の円滑な事業の立ち上げと、ニーズに応じた事

業量及びサービスの質の確保に向けた体制整備を図ります。

事 業 名 事 業 概 要 担当課

乳児等通園支援事業の実

施

各教育・保育施設と連携しながら、こども

誰でも通園制度を実施します。令和８年度

の本格実施に向け、条例等の改正・制定、

実施事業所の認可・確認手続を進めます。 

子育て支援課
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２．子どもの生きる力の育成に向けた教育環境等の整備

次代の担い手である子どもが個性豊かに生きる力を伸長することができるよう、人生を拓

く「確かな学力」、思いやりのある「豊かな心」、活力にあふれる「健やかな体」を育み、発

達の段階に応じた「キャリア教育」、「地域とともに歩む学校づくり」を推進します。

（１）「生きる力」を育む教育の推進

次代を担う子どもたちが自ら学び、思考し、表現する力を身につけ、豊かな人間性や社

会性を育んでいけるよう教育を推進します。

また、運動に親しみ、健康で安全な生活を実践する能力を育んでいきます。さらに、言

語活動と体験活動の充実を図るとともに、地域とともに歩む学校づくりを推進します。
 

事 業 名 事 業 概 要 担当課

確かな学力の向上 ＩＣＴ機器を活用し、子ども一人ひとりに

応じたきめ細やかな指導方法の工夫や学

習アプリの利用、また、ゲストティーチャ

ーの活用を推進し、確かな学力の向上を図

ります。 

学校教育課

豊かな心の育成 道徳教育の推進や地域と学校との連携に

よる奉仕・体験活動により、豊かな心の育

成を図ります。 
学校教育課

教育相談の充実 いじめや不登校等のさまざまな問題に対

応するため、スクールカウンセラーの活用

や教職員の教育相談研修を充実します。 
不登校の児童生徒が、落ち着いて過ごすこ

とができる校内教育支援教室と教育支援

センターの充実を図ります。 

学校教育課

体育・健康教育の充実 体育・健康に関する指導を効果的に推進

し、生涯にわたって運動に親しむ資質や能

力を育てるとともに、自らの健康を適切に

管理できる能力を育成します。 

学校教育課

信頼と特色ある学校づく

り

児童・生徒が安心して教育を受けることが

できるよう、安全教育や防犯・防災教育の

推進、教育支援センター機能の充実に取組

み、信頼と特色のある学校づくりを推進し

ます。 

学校教育課

体験学習などの教育内容

の充実

自然体験活動、環境教育、福祉教育等の地

域に根ざした体験学習の充実に努めます。 学校教育課



 

56 

事 業 名 事 業 概 要 担当課

国際化に対応した教育の

充実

各小中学校への英語指導助手の派遣事業

により、英語能力の向上と実際に外国人と

ふれ合うことで外国の言葉や文化、日常生

活に対する興味や関心を高め、豊かな国際

感覚と国際協調の育成に努めます。 

学校教育課

学校施設の整備 学校教育や教育環境の向上のため、学校施

設・設備の改修・整備を推進します。
教育総務課

幼児教育（保育）の充実 集団生活の中で、豊かな人間性を持った子

どもの育成ができるよう、幼稚園・保育

所・こども園の保育内容を充実していくと

ともに、就学前児童を教育・保育する施設

として、幼稚園・保育所・こども園の教育

機能の向上を図ります。

また、図書館司書やボランティアなどを活

用し、おはなし会などを実施します。 

子育て支援課

（保育所）

学校教育課

（幼稚園）

図書館

幼・保・小・中・高等学

校連携教育の推進

豊かな心を育む教育の推進のため、幼稚

園・保育所・こども園・小学校・中学校・

高等学校の教育、保育内容等についての交

流・連携を推進し八街市を支える人材づく

りに努めます。

子育て支援課

（保育所）

学校教育課

（学校）

（幼稚園）

特別支援教育の充実 特別支援学級の整備・充実を進め、個別の

教育支援計画及び個別の指導計画の作成

に努め、児童生徒一人ひとりの教育的ニー

ズに対応した特別支援教育の推進を図り

ます。

学校教育課

（２）家庭や地域の教育力の向上

家庭の教育力向上を目的に、家庭教育講演会や家庭教育学級などを通して、子育てに必

要な学習機会や情報の提供に努めます。また、地域全体で子どもを育てるという視点から、

さまざまな体験活動の場や交流機会への取組みを支援します。
 

事 業 名 事 業 概 要 担当課

家庭教育の学習機会と情

報の提供

家庭教育学級などを通じて、子育てに関

する知識や技術を身に付ける学習を推進

し、子どもを取り巻く社会状況等への理

解を深めるとともに、親同士の交流を図

ります。 
また、家庭教育に関する情報提供を充実

し、意識の高揚を図ります。 

社会教育課
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事 業 名 事 業 概 要 担当課

国際化に対応した教育の

充実

各小中学校への英語指導助手の派遣事業

により、英語能力の向上と実際に外国人と

ふれ合うことで外国の言葉や文化、日常生

活に対する興味や関心を高め、豊かな国際

感覚と国際協調の育成に努めます。 

学校教育課

学校施設の整備 学校教育や教育環境の向上のため、学校施

設・設備の改修・整備を推進します。
教育総務課

幼児教育（保育）の充実 集団生活の中で、豊かな人間性を持った子

どもの育成ができるよう、幼稚園・保育

所・こども園の保育内容を充実していくと

ともに、就学前児童を教育・保育する施設

として、幼稚園・保育所・こども園の教育

機能の向上を図ります。

また、図書館司書やボランティアなどを活

用し、おはなし会などを実施します。 

子育て支援課

（保育所）

学校教育課

（幼稚園）

図書館

幼・保・小・中・高等学

校連携教育の推進

豊かな心を育む教育の推進のため、幼稚

園・保育所・こども園・小学校・中学校・

高等学校の教育、保育内容等についての交

流・連携を推進し八街市を支える人材づく

りに努めます。

子育て支援課

（保育所）

学校教育課

（学校）

（幼稚園）

特別支援教育の充実 特別支援学級の整備・充実を進め、個別の

教育支援計画及び個別の指導計画の作成

に努め、児童生徒一人ひとりの教育的ニー

ズに対応した特別支援教育の推進を図り

ます。

学校教育課

（２）家庭や地域の教育力の向上

家庭の教育力向上を目的に、家庭教育講演会や家庭教育学級などを通して、子育てに必

要な学習機会や情報の提供に努めます。また、地域全体で子どもを育てるという視点から、

さまざまな体験活動の場や交流機会への取組みを支援します。
 

事 業 名 事 業 概 要 担当課

家庭教育の学習機会と情

報の提供

家庭教育学級などを通じて、子育てに関

する知識や技術を身に付ける学習を推進

し、子どもを取り巻く社会状況等への理

解を深めるとともに、親同士の交流を図

ります。 
また、家庭教育に関する情報提供を充実

し、意識の高揚を図ります。 

社会教育課
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事 業 名 事 業 概 要 担当課

育て八街っ子事業の充実 児童生徒一人ひとりの夢や希望を育む教

育のあり方について、各学校・家庭・地

域が相互に連携し、総合的な教育実践事

業を推進します。 

学校教育課

地域活動への子どもの参

加促進

地域での行事、スポーツ活動など、さま

ざまな地域活動を通じて異年齢児との交

流や世代間の交流を実現し、人との関わ

りを積極的に推進します。 
また、関係団体との連携を強化し、活動

の活性化を図ります。 

社会教育課

スポーツ振興課

（３）次代の親の育成

男女共同意識の普及定着を図るとともに、将来、親となるために必要な母性や父性への

理解や命の大切さなどについての学校教育を推進します。

また、子どもを生み育てることや命の大切さを理解することができるよう、直接、乳幼

児とふれあい、交流する取組みを推進します。
 

事 業 名 事 業 概 要 担当課

乳幼児とふれあう場づく

りの推進

幼稚園・保育所において、中学生の家庭

科授業や高校生の職場体験の受け入れを

拡大し、中高生が直接乳幼児とふれあい

交流する場づくりを推進します。 

子育て支援課

（保育所）

学校教育課

（幼稚園）
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基本方針２ 子育て家庭と親の育ちを支えるまち

１．子育ての支援

子育ての基本は家庭にあります。しかし、少子化や核家族化が進み、家庭における子育て

機能が変化していくなかで、未来の社会を支える子どもたちの健全な育成は、社会全体で支

援していく必要があります。こうしたことから、行政だけではなく、市民、ボランティア団

体などあらゆる団体や個人が地域活動の担い手となり、それらが連携し合う仕組みづくりに

努めます。

また、すべての子育て家庭に対して、子育てに関する的確な情報や交流の場の提供を図る

とともに、子育てをしている親が安心して働くことができるよう、保育サービス等の充実に

努めます。

（１）子育て支援サービスの充実

地域子育て支援センターを中心に、子育てをしているすべての親が気軽に集い、相

談などができる場を増やすとともに、高齢者と子どもなど、世代間の交流機会の充実

を図ります。
 

事 業 名 事 業 概 要 担当課

地域子育て支援センター

事業の充実

市内５園の保育園・認定こども園内に併

設されている地域子育て支援センター

が、多くの市民に利用されるよう事業を

周知します。また、児童館や各種団体と

連携し、様々なプログラムを用意するこ

とで、気軽に利用できる支援センターを

目指します。

子育て支援課

（各保育所内

地域子育て支

援センター

保育所・幼稚園での子育

て支援

保育所におけるにこにこ広場や相談事業

の充実と保育所・幼稚園の園庭開放事業

により、子育て支援の活動を推進します。 
また、ボランティアの受け入れを増やす

体制を整え、地域の人材等を積極的に活

用するとともに、各関係機関との共通理

解を深め、より一層の育児不安解消と仲

間づくりを進めます。

子育て支援課

（保育所）

学校教育課

（幼稚園）

地域子育て支援拠点の整

備

子育て中の親子が気軽に集い、友だちづ

くりや交流、相談しあえる場としての拠

点の整備を図ります。

子育て支援課

地域子育て

支援センター



 

58 

基本方針２ 子育て家庭と親の育ちを支えるまち

１．子育ての支援

子育ての基本は家庭にあります。しかし、少子化や核家族化が進み、家庭における子育て

機能が変化していくなかで、未来の社会を支える子どもたちの健全な育成は、社会全体で支

援していく必要があります。こうしたことから、行政だけではなく、市民、ボランティア団

体などあらゆる団体や個人が地域活動の担い手となり、それらが連携し合う仕組みづくりに

努めます。

また、すべての子育て家庭に対して、子育てに関する的確な情報や交流の場の提供を図る

とともに、子育てをしている親が安心して働くことができるよう、保育サービス等の充実に

努めます。

（１）子育て支援サービスの充実

地域子育て支援センターを中心に、子育てをしているすべての親が気軽に集い、相

談などができる場を増やすとともに、高齢者と子どもなど、世代間の交流機会の充実

を図ります。
 

事 業 名 事 業 概 要 担当課

地域子育て支援センター

事業の充実

市内５園の保育園・認定こども園内に併

設されている地域子育て支援センター

が、多くの市民に利用されるよう事業を

周知します。また、児童館や各種団体と

連携し、様々なプログラムを用意するこ

とで、気軽に利用できる支援センターを

目指します。

子育て支援課

（各保育所内

地域子育て支

援センター

保育所・幼稚園での子育

て支援

保育所におけるにこにこ広場や相談事業

の充実と保育所・幼稚園の園庭開放事業

により、子育て支援の活動を推進します。 
また、ボランティアの受け入れを増やす

体制を整え、地域の人材等を積極的に活

用するとともに、各関係機関との共通理

解を深め、より一層の育児不安解消と仲

間づくりを進めます。

子育て支援課

（保育所）

学校教育課

（幼稚園）

地域子育て支援拠点の整

備

子育て中の親子が気軽に集い、友だちづ

くりや交流、相談しあえる場としての拠

点の整備を図ります。

子育て支援課

地域子育て

支援センター
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事 業 名 事 業 概 要 担当課

世代間ふれあい交流事業

の充実

園児と地域の高齢者が交流できるような

行事を充実させるとともに、小・中学生

等の子どもたちとも交流できるよう推進

します。 

子育て支援課

（保育所）

学校教育課

（幼稚園）

高齢者福祉課

みんなでチャレンジ事業

の充実

親子で楽しみながら、スポーツ、制作、

料理等にチャレンジし、体験活動を通じ

て親と子や、地域の人たちとのふれあい

を推進します。

中央公民館

図書館での子育て支援 「おはなしコーナー」に乳幼児向けの絵本

と、育児書や子育て支援事業情報誌を配置

することで、くつろいで絵本を楽しむスペ

ースと、育児に関する情報を提供します。

図書館

乳幼児期からの読書支援 ０～３歳向けの親子を対象に「おひざで

だっこのおはなし会」を開催し、親子で

一緒にわらべうたと絵本の読み聞かせを

楽しむことによって、親子のふれあいや、

絵本との出会いを助けます。また４歳～

小学生を対象に「おはなし会」を開催し、

昔話や物語の語りと絵本の読み聞かせを

することで、本への興味を高め、読書習

慣が身につくよう支援します。

図書館

「はいはいよちよちおは

なし会」の推進

10 か月児栄養・歯科相談に参加した赤ち

ゃんと保護者の方に、わらべうたや絵本

の読み聞かせ、幼児向けブックリストの

配布など、赤ちゃんと楽しい時間を持ち、

親子の絆を深めてもらう事業を推進しま

す。また子育て支援センターや児童館「ひ

まわりの家」などでのおはなし会を行い

ます。

子育て支援課

図書館

健康増進課

ファミリー・サポート・

センター事業の充実

乳幼児や小学生等を子育てしている保護

者を会員として、子どもの預かり等の援

助を希望する人と援助を行いたい人との

相互援助活動に関するコーディネートを

行い、事業の充実を図ります。

子育て支援課
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（２）子育て支援ネットワークづくり

子育て家庭に対して、きめ細かな子育て支援サービス・保育サービスを効果的・効

率的に提供するとともに、サービスの質の向上を図る観点から、地域における子育て

支援サービス等のネットワークの形成を促進します。

また、地域住民の多くが子育てへの関心・理解を高め、地域全体で子育て家庭を支

えることができるよう、子育てに関する意識啓発等を進めます。
 

事 業 名 事 業 概 要 担当課

地域における相談体制の

充実

民生委員児童委員との協力体制の強化を

図り、児童相談所、学校等との連携のも

と、地域における相談や支援活動の充実

に努めます。 

子育て支援課

地域に開かれた幼稚園・

保育所の利用の促進

幼稚園・保育所を地域に開かれたものと

し、子育て支援の場としての利用拡大に

努めるとともに、関係機関との連携に努

めます。 
 

子育て支援課

（保育所）

学校教育課

（幼稚園）

社会福祉協議会との連携 親子が気軽に集える憩いの場において、

ボランティア団体と連携し、子育て支援

を推進します。 

子育て支援課

社会福祉協議会

地域における子育て支援

の実施

地区社会福祉協議会が、地区の公民館な

どで様々な遊びを通じて、子どもや母親

などの交流を広げる場として子育てサロ

ンを開催しています。 

社会福祉協議会
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（２）子育て支援ネットワークづくり

子育て家庭に対して、きめ細かな子育て支援サービス・保育サービスを効果的・効

率的に提供するとともに、サービスの質の向上を図る観点から、地域における子育て

支援サービス等のネットワークの形成を促進します。

また、地域住民の多くが子育てへの関心・理解を高め、地域全体で子育て家庭を支

えることができるよう、子育てに関する意識啓発等を進めます。
 

事 業 名 事 業 概 要 担当課

地域における相談体制の

充実

民生委員児童委員との協力体制の強化を

図り、児童相談所、学校等との連携のも

と、地域における相談や支援活動の充実

に努めます。 

子育て支援課

地域に開かれた幼稚園・

保育所の利用の促進

幼稚園・保育所を地域に開かれたものと

し、子育て支援の場としての利用拡大に

努めるとともに、関係機関との連携に努

めます。 
 

子育て支援課

（保育所）

学校教育課

（幼稚園）

社会福祉協議会との連携 親子が気軽に集える憩いの場において、

ボランティア団体と連携し、子育て支援

を推進します。 

子育て支援課

社会福祉協議会

地域における子育て支援

の実施

地区社会福祉協議会が、地区の公民館な

どで様々な遊びを通じて、子どもや母親

などの交流を広げる場として子育てサロ

ンを開催しています。 

社会福祉協議会
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（３）子育て情報の提供と相談の場づくり

子育て家庭に対して、子育て支援サービスに関する的確な情報を提供するとともに、

育児についての悩みや不安を少しでも減らせるよう気軽に相談ができる体制の充実に

努めます。
 

事 業 名 事 業 概 要 担当課

乳幼児の健康相談事業の

推進

子どもの成長発達・育児に関する相談に

応じ、乳幼児期の不安軽減、健康増進を

図ります。 
乳児相談・すくすく相談・離乳食相談等 

健康増進課

家庭児童相談室の充実 子どもや家庭に関わる相談に対応して、

訪問・指導等を行う家庭児童相談室の充

実に努めます。 
子育て支援課

教育相談等の充実 スクールソーシャルワーカーや学校教育

相談員等が、不登校・いじめ等のさまざま

な問題の相談に応じ、児童生徒・保護者が

悩みを抱え込まないよう支援の充実を図

ります。 

学校教育課

ひとり親家庭等への相談

体制の充実

ひとり親家庭の子どもたちが健やかに過

ごせるよう、ひとり親家庭の親への相談

や支援活動の充実を図ります。 
子育て支援課

子育て情報の提供 広報やちまたや市ホームページのほか、

関係機関等を通じて、子育て情報の提供

に努めるとともに、相談窓口の啓発を図

ります。 

子育て支援課

（４）児童の健全育成

児童が地域のなかで自由に遊び、安全に過ごすことのできる居場所づくりや、社会

性を身に付け、生きる力を創出する交流・体験事業を推進します。
 

事 業 名 事 業 概 要 担当課

放課後児童クラブ（放課

後児童健全育成事業）の

充実

令和 10 年度までに、全小学校区に設置さ

れている児童クラブの 90％を学校校舎

内で実施することを目指します。 
子育て支援課

校内交流型の放課後児童ク

ラブ及び放課後子ども教

室の整備

学校内及び学校隣接の校内交流型の放課

後児童クラブ及び放課後子ども教室の積

極的な増設整備を目指します。 

子育て支援課

社会教育課

放課後子ども教室の整備 全小学校区に放課後子ども教室を整備す

ることを目指します。 
 

社会教育課
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事 業 名 事 業 概 要 担当課

教育委員会と首長部局の

連携の推進

放課後児童クラブ及び放課後子ども教室

の一体的な、又は連携による実施に関し、

共通プログラムの企画段階から、定期的

な打合わせの場を設けます。 
また、小学校の余裕教室等の活用に関し

ては、教育委員会と首長部局が円滑に事

務を進めるための協議を行います。 

子育て支援課

社会教育課

児童クラブ支援員の資質の

向上

支援員の資質向上のため、情報交換や研

修会等への参加を推進し、子どもの心身

の健全な育成を図ります。 
子育て支援課

子どもたちが安全に安心し

て過ごせる場づくりの推進

放課後子ども教室などを各地域で実施で

きるように、コーディネーターやボラン

ティアの養成を支援します。 
社会教育課

学習機会や情報の提供 小学３～６年生を対象に、子ども科学講

座を開催し、科学（科学書）についての

興味や関心を持たせ、読書活動を推進し

ます。また、放課後児童クラブに対し図

書の団体貸出を行います。 

図書館

子育て支援課

児童館の整備 児童に健全な遊びを与え、その健康を増

進し、情操を豊かにすることを目的とし、

児童館の多目的広場の整備や施設内の設

備の整備を行います。 

子育て支援課

（５）経済的負担の軽減

子育てに関するニーズ調査結果では、子育てに関して経済的負担が大きいと感じて

いる親が多くみられることから、子育てにかかる経済的負担を少しでも減らせるよう、

経済的な支援の充実に努めます。
 

事 業 名 事 業 概 要 担当課

各種手当等の周知 広報やちまたや市ホームページ等を通じ

て、各種手当の支給、子ども医療費助成

等の諸制度の周知を図ります。 

子育て支援課

健康増進課

子育てのための施設等利

用給付の実施

教育・保育給付の対象外である幼稚園（新

制度未移行幼稚園）、認可外保育施設、一

時預かり事業、病児保育事業、子育て援助

活動支援事業等の利用に係る利用者負担

額に対する給付を行います。利用に際する

認定（保育の必要性の認定）も実施します。 

子育て支援課
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事 業 名 事 業 概 要 担当課

教育委員会と首長部局の

連携の推進

放課後児童クラブ及び放課後子ども教室

の一体的な、又は連携による実施に関し、

共通プログラムの企画段階から、定期的

な打合わせの場を設けます。 
また、小学校の余裕教室等の活用に関し

ては、教育委員会と首長部局が円滑に事

務を進めるための協議を行います。 

子育て支援課

社会教育課

児童クラブ支援員の資質の

向上

支援員の資質向上のため、情報交換や研

修会等への参加を推進し、子どもの心身

の健全な育成を図ります。 
子育て支援課

子どもたちが安全に安心し

て過ごせる場づくりの推進

放課後子ども教室などを各地域で実施で

きるように、コーディネーターやボラン

ティアの養成を支援します。 
社会教育課

学習機会や情報の提供 小学３～６年生を対象に、子ども科学講

座を開催し、科学（科学書）についての

興味や関心を持たせ、読書活動を推進し

ます。また、放課後児童クラブに対し図

書の団体貸出を行います。 

図書館

子育て支援課

児童館の整備 児童に健全な遊びを与え、その健康を増

進し、情操を豊かにすることを目的とし、

児童館の多目的広場の整備や施設内の設

備の整備を行います。 

子育て支援課

（５）経済的負担の軽減

子育てに関するニーズ調査結果では、子育てに関して経済的負担が大きいと感じて

いる親が多くみられることから、子育てにかかる経済的負担を少しでも減らせるよう、

経済的な支援の充実に努めます。
 

事 業 名 事 業 概 要 担当課

各種手当等の周知 広報やちまたや市ホームページ等を通じ

て、各種手当の支給、子ども医療費助成

等の諸制度の周知を図ります。 

子育て支援課

健康増進課

子育てのための施設等利

用給付の実施

教育・保育給付の対象外である幼稚園（新

制度未移行幼稚園）、認可外保育施設、一

時預かり事業、病児保育事業、子育て援助

活動支援事業等の利用に係る利用者負担

額に対する給付を行います。利用に際する

認定（保育の必要性の認定）も実施します。 

子育て支援課
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２．母子保健の充実

すべての子どもの健やかな成長や健康を支援するため、母子保健施策を充実させ、安心し

て子どもを生み、ゆとりを持って子育てができる家庭や地域の環境づくりを推進します。

食習慣の乱れが子どもの心と身体の健康問題に大きく関係していることから、健康を基本

とした豊かな食生活を営むことができるよう、食育を推進し、思春期を迎える次世代の健康

を保つため、学校保健と連携しながら、発達段階に応じた学習、指導、相談の充実に努めま

す。

（１）相談体制の充実

妊産婦にとって、不安や心身の状態の変化が大きい妊娠・出産期から乳幼児期にお

ける、切れ目のない支援・相談体制を構築します。

事 業 名 事 業 概 要 担当課

妊娠期からの切れ目ない

支援・相談体制の充実

令和 2 年度に子育て世代包括支援センタ

ーを開設し、妊娠期から子育て期にわた

る切れ目ない支援・相談体制を構築して

います。 
また、産前・産後に利用できるサービス

等の情報提供を行うことで、安心して子

育てができるよう支援するとともに関係

機関と連携して養育者の育児不安の解消

や、子どもの健やかな成長につなげます。

健康増進課

（２）妊婦等包括相談・産後ケアの推進

心身だけでなく、生活面でも不安の大きい妊産婦に対し、第３期計画期間中に妊婦

等包括相談支援事業及び産後ケア事業の整備を図ります。

事 業 名 事 業 概 要 担当課

包括相談・支援の充実と

産後ケア事業の推進

妊娠・出産・育児について様々な相談に

応じるとともに、各種事業による妊婦同

士の交流の促進と妊産婦の孤立化の防止

等、集団・個別支援の充実に努めます。 
産後ケアを希望する母子に必要とするサ

ービスを提供できるよう、対象施設の拡

充や利用しやすい環境を整え産後ケア事

業を推進します。

健康増進課

（３）妊産婦・乳幼児への保健対策

妊娠・出産・乳幼児期における各種健康診査や予防接種、保健指導の充実を図ると

ともに、情報の提供や適切な助言を行うことにより、心理的な負担の軽減につながる

相談・支援体制を確立します。
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事 業 名 事 業 概 要 担当課

母子健康手帳の交付と妊

婦への個別支援

令和 2 年度に子育て世代包括支援センタ

ーを開設し、妊娠期から子育て期にわた

る切れ目ない支援体制を構築していま

す。母子健康手帳交付時に、保健師、助

産師等の専門職による全ての妊婦への面

接を行い母子保健サービス等の情報提供

をするとともに、支援プランを作成し、

ハイリスク妊婦への個別支援の充実に努

めます。 

健康増進課

母親学級の充実 妊娠・出産・育児について学び、妊娠中

からの仲間づくりや父親と母親が協力し

あって楽しく子育てに関われるように支

援します。 
また、妊婦同士の交流の促進と妊産婦の

孤立化の防止に努め、育児不安の解消に

つなげます。 
ママになろう！ハッピールーム 

健康増進課

母親の心身のケアおよび

産後ケアの支援体制の充

実

退院直後の母子に対して心身のケアや育

児のサポート等を行い、産後も安心して

子育てができる支援体制の充実に努めま

す。 
産後ケア、ママのこころの相談室 

健康増進課

産婦・新生児訪問及びこ

んにちは赤ちゃん訪問の

充実

産婦に対して必要な訪問指導を行い、疾

病の予防や正しい知識の普及に努めま

す。 
また、新生児に対して、発育・発達の確

認や育児に対する助言を行うことで、養

育者の育児不安の解消や、子どもの健や

かな成長につなげます。 

健康増進課

乳児相談の充実 子どもの発育・発達を確認するとともに、

必要に応じて適切な支援につなげるよう

充実を図ります。 
また、適切な育児の周知のために、集団・

個別での支援を行います。 
4 か月乳児相談・10 か月乳児相談・すく

すく相談 

健康増進課
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事 業 名 事 業 概 要 担当課

母子健康手帳の交付と妊

婦への個別支援

令和 2 年度に子育て世代包括支援センタ

ーを開設し、妊娠期から子育て期にわた

る切れ目ない支援体制を構築していま

す。母子健康手帳交付時に、保健師、助

産師等の専門職による全ての妊婦への面

接を行い母子保健サービス等の情報提供

をするとともに、支援プランを作成し、

ハイリスク妊婦への個別支援の充実に努

めます。 

健康増進課

母親学級の充実 妊娠・出産・育児について学び、妊娠中

からの仲間づくりや父親と母親が協力し

あって楽しく子育てに関われるように支

援します。 
また、妊婦同士の交流の促進と妊産婦の

孤立化の防止に努め、育児不安の解消に

つなげます。 
ママになろう！ハッピールーム 

健康増進課

母親の心身のケアおよび

産後ケアの支援体制の充

実

退院直後の母子に対して心身のケアや育

児のサポート等を行い、産後も安心して

子育てができる支援体制の充実に努めま

す。 
産後ケア、ママのこころの相談室 

健康増進課

産婦・新生児訪問及びこ

んにちは赤ちゃん訪問の

充実

産婦に対して必要な訪問指導を行い、疾

病の予防や正しい知識の普及に努めま

す。 
また、新生児に対して、発育・発達の確

認や育児に対する助言を行うことで、養

育者の育児不安の解消や、子どもの健や

かな成長につなげます。 
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また、適切な育児の周知のために、集団・

個別での支援を行います。 
4 か月乳児相談・10 か月乳児相談・すく

すく相談 

健康増進課
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事 業 名 事 業 概 要 担当課

乳幼児期の栄養・歯科指

導の充実

乳幼児の正しい食習慣やブラッシング方

法を学ぶことで、育児不安の軽減を図り、

子どもの健やかな発育・発達につなげま

す。 
また、月齢・発達に見合った食物の選択

や調理法を指導するとともに、幼児期に

は、生活リズムと合わせた基礎的な食習

慣を身につける必要性を伝え、家族全体

での食生活の充実につなげます。 
保育所・幼稚園を巡回し、歯と口の健康

づくりについて理解し、身につけていけ

るように支援を行います。 
子どもの「食」教室・ピカピカ教室 

健康増進課

幼児健康診査の充実 子どもの発育・発達の確認をするととも

に、疾病等の早期発見に努めます。 
また、適切な育児の周知のために、集団・

個別での支援を行うとともに、子どもの

発達に応じ、専門相談や継続的な支援に

つなげます。 
１歳６か月児健康診査・２歳児歯科健康

診査・３歳児健康診査 

健康増進課

育児相談・療育指導の充

実

乳幼児の成長、発達の観察とそれらに応

じた適切な相談・指導の充実に努めます。 
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定期予防接種の推進 Ｂ型肝炎・小児用肺炎球菌・５種混合ワ

クチン等の定期接種を安全かつ確実に実

施できるよう対象者に周知し、未接種者

への接種勧奨に努めます。 

健康増進課

（４）食育の推進

乳幼児期からの正しい食事の摂り方や望ましい食習慣の定着を図り、食を通じた豊

かな人間形成や家族関係づくりにつながるよう、食育活動を推進します。
 

事 業 名 事 業 概 要 担当課

食育の推進 乳幼児期から思春期まで発達段階に応じ

た食に関する行事や学習の機会や情報提

供を行います。 

農政課

健康増進課

学校教育課

子育て支援課
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（５）思春期保健対策の充実

子どもが心身ともに健やかに成長し、豊かな母性、父性を育む教育を展開できるよ

う、関係機関が連携を図りながら、思春期における健康教育の実施や啓発・周知を図

ります。
 

事 業 名 事 業 概 要 担当課

小中連携生命（性）の教

育の推進

学校教育において、発達段階に応じ、家

庭・学校・地域が各々持っている力を連

携し、生命の尊さを学び、自他の生命を

大切にしようとする心を育て、望ましい

人間関係を築くことができる児童・生徒

の育成を目指します。 

学校教育課

健康増進課

喫煙や飲酒、薬物に関す

る教育の推進

学校教育において、喫煙、飲酒、薬物乱

用の防止に対する教育を、学校ごとの全

体計画に基づいて、専門有識者の協力を

得ながら推進します。 

学校教育課
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基本方針３ 子どもの育ちと子育てを地域社会全体で支えるまち

１．要保護児童へのきめ細かな取組みの推進

児童虐待の予防や早期発見、早期対応を図ることを目指し、児童虐待への社会的関心を高

めるため、市民に対する啓発活動を推進するとともに、子どもに関わる機関での相談体制や

連携の強化を図ります。

また、増加しているひとり親家庭への支援を充実し、生活の安定と自立の促進に努めると

ともに、家庭での養育が困難な子どもに対して、児童相談所やその他の関係機関が連携して

養育を支援する社会的養育体制の整備を進めます。

さらに、保育所や幼稚園、学校での障がい児の受け入れを推進し、様々な障がい特性に応

じたきめ細かな対応ができるよう、各種の子育て支援事業との連携を図ります。

（１）児童虐待防止対策の充実

児童虐待は、子どもの心身の成長及び人格の形成に大きな影響を与える子どもに対

する最も重大な人権侵害です。

虐待の発生予防、早期発見・早期対応から虐待を受けた子どもの自立に至るまで、

要保護児童等対策地域協議会を中心とした関係機関との連携によるネットワークづく

りの推進を図ります。また、こども家庭センターの設置を目指し、児童虐待防止の強

化を図ります。
 

事 業 名 事 業 概 要 担当課

児童虐待防止に関する啓

発

児童虐待への社会的関心を高めるととも

に、地域において子どもの様子に気を配

ることができるよう、児童虐待防止に関

する啓発と相談・連絡窓口の周知を図り

ます。 

子育て支援課

相談活動の充実 乳幼児健診時における育児相談や子育て

支援センターの相談事業、家庭児童相談

室への相談などを通じて、育児負担解消

のための積極的な取組みを推進します。 
また、関係者向け研修を行い、その資質

向上を図ります。

子育て支援課

要保護児童対策地域協議

会活動の充実

要保護児童対策地域協議会を定期的に開

催し、児童相談所・警察・保健所・社会

福祉協議会・医師会・民生委員児童委員

協議会及び市役所関係各部署等の関係機

関で情報を共有し、連携を図りながら、

虐待の早期発見・防止に努めます。 

子育て支援課
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事 業 名 事 業 概 要 担当課

こども家庭センターの設

置

母子保健と児童福祉の両面から、より包

括的で継続的な支援ができるよう、こど

も家庭センターの設置を目指します。ま

た、相談支援体制、関連機関連携体制の

構築により、速やかな対応と一貫したサ

ポートを実施し、児童虐待の防止に努め

ます。 

子育て支援課

健康増進課

（２）ひとり親家庭の自立支援の推進

ひとり親の家庭は、子育てをするうえで経済的・社会的に不安定な状態にあり、家

庭生活においても多くの課題を抱えています。ひとり親家庭の自立と生活の安定のた

めに、相談体制の充実、経済的な支援を図ります。
 

事 業 名 事 業 概 要 担当課

相談体制の充実 自立に必要な情報提供や、ひとり親家庭

の親に対する職業能力の向上、求職活動

の支援の充実に努めます。 
子育て支援課

経済的支援の充実 高等職業訓練促進給付金や自立支援教育

訓練給付金の支給により、ひとり親家庭

の経済的負担の軽減を図ります。 
子育て支援課

（３）障がい児施策の充実

妊婦や乳幼児期の健診の充実を図り、発達の遅れや障がいの早期発見に努め、保健・

医療・福祉・教育関係機関が連携を図りながら、一貫した療育指導や相談体制の充実

に努めます。また、保育所、幼稚園、学校での支援体制の充実に努めます。さらに、

自閉症や学習障がいといった発達障がいへの意識啓発に努めます。
 

事 業 名 事 業 概 要 担当課

一貫した療育体制の確保 障がいのある又はあると思われる子ども

に対する連続した支援体制の維持、拡充

を推進し、一貫した療育体制の確保に努

めます。 
また、成長の記録や相談機関、学校等に

おける支援などをひとつのファイルにま

とめたライフサポートファイルを活用

し、児童の発達を支援します。 

簡易マザーズ
ホーム
つくし園

障がい福祉課

学校教育課障

健康増進課

関係機関の連携強化 児童相談所、医療機関、近隣市町村等の

広域的連携を強化し、子どもの成長にあ

った指導・訓練が円滑に進められるよう

努めます。 

関係各課
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努めます。 

関係各課
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事 業 名 事 業 概 要 担当課

幼稚園の充実 特別支援教育コーディネーターの役割を

担う教員を配置し、組織的に教育を推進

します。 
また、個別の指導計画、教育支援計画の

作成により、計画的な体制整備に努めま

す。 

学校教育課

保育所の充実 障がいや子どもの発達に応じた保育を行

うため、関係機関との連携を図るととも

に、加配保育士の配置や保育士の研修に

努めます。また、心理相談員や言語聴覚

士による巡回指導に努めます。 

子育て支援課

児童クラブの充実 障がいのある子どもからの児童クラブ利

用希望がある場合、必要に応じて支援員

を加配するとともに、施設設備について

配慮するなど、可能な限り対応に努めま

す。 

子育て支援課

放課後等デイサービスの

充実

障がいのある又はあると思われる児童・

生徒に放課後や夏休み等に生活能力改善

のための訓練を継続的に提供し、自立が

促進できるよう努めます。 

障がい福祉課

就学相談の充実 県立特別支援学校や市内小学校との連携

を図り、適正な就学が行えるよう相談支

援に努めるとともに、就学後においても、

県立特別支援学校、各校の特別支援教育

コーディネーター、教育支援アドバイザ

ーからなる特別支援教育専門家チームに

よる相談支援を進めます。 

学校教育課

（学校）

障がい福祉課

学校教育の充実 児童生徒への支援体制の強化を図るた

め、特別支援教育支援員の適正な配置を

進めます。 
また、特別支援教育コーディネーターを

配置し、組織的に障がいのある子どもに

対する教育支援を進めます。

学校教育課

（学校）

経済的負担の軽減 重度心身障害者（児）医療費助成や自立

支援医療費についての情報提供を進め、

医療費負担の軽減を図ることにより、健

康の保持と生活の安定の確保に努めま

す。 

障がい福祉課
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（４）子どもの貧困対策の充実

ニーズ調査結果（就学前児童）では、子育てしやすいまちとなるために重要なこと

として「保育所や幼稚園の費用や教育費の負担軽減」の割合が ％、「出産や医療

にかかる費用の負担軽減」の割合が ％となっており、子育て支援の充実で期待す

ることとして「保育園や幼稚園に係る費用負担を軽減してほしい」の割合が ％と

いずれも半数前後の割合となっており、子育て家庭における貧困問題への対策も求め

られています。

子どもの将来が生まれ育った環境によって左右されることなく、貧困が世代を超え

て連鎖しない社会を実現していくため、必要な環境整備と関係機関との連携を促進し

ていきます。

事 業 名 事 業 概 要 担当課

相談・支援体制の機能充

実と連携強化

支援が必要な家庭の早期発見と実態把

握、個々の案件に応じた適切な支援を行

うため、こども家庭センターの設置を目

指し、子どもや家庭に関する相談窓口の

機能強化・相談支援体制の充実を図り、

親の妊娠・出産から子どもの社会的自立

まで、切れ目なくケアできるよう、関係

機関・各相談機関で連携を行い、支援に

おいて実効性のあるネットワークの確保

に努めます。

子育て支援課

関係各課

（５）医療的ケア児等への支援体制の確立

児童本人のみならず、家族にとっても生活や心身の負担の大きい医療的ケア児等へ

の支援について、日常の対応から緊急時の対応を含めた安心安全な支援体制の構築を

図ります。

事 業 名 事 業 概 要 担当課

医療的ケア児等への支援

体制の整備

医療的ケアを必要とする児童等の状況を

考慮した上で、個々の発達段階に応じた

発達支援を行うとともに、家族支援を含

めた必要な支援を円滑に受けることが出

来るようニーズの把握に努め、保健、医

療、福祉その他の各分野の支援を行う機

関が共通の理解に基づき協働する包括的

な支援体制の整備に取り組みます。

障がい福祉課

子育て支援課

健康増進課



 

70 

（４）子どもの貧困対策の充実

ニーズ調査結果（就学前児童）では、子育てしやすいまちとなるために重要なこと
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事 業 名 事 業 概 要 担当課

相談・支援体制の機能充

実と連携強化

支援が必要な家庭の早期発見と実態把
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に努めます。

子育て支援課

関係各課
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児童本人のみならず、家族にとっても生活や心身の負担の大きい医療的ケア児等へ

の支援について、日常の対応から緊急時の対応を含めた安心安全な支援体制の構築を

図ります。

事 業 名 事 業 概 要 担当課

医療的ケア児等への支援

体制の整備

医療的ケアを必要とする児童等の状況を

考慮した上で、個々の発達段階に応じた

発達支援を行うとともに、家族支援を含

めた必要な支援を円滑に受けることが出

来るようニーズの把握に努め、保健、医

療、福祉その他の各分野の支援を行う機

関が共通の理解に基づき協働する包括的

な支援体制の整備に取り組みます。

障がい福祉課

子育て支援課

健康増進課
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２．子育てと仕事の両立のための支援

市民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、

家庭や地域社会においてもいきいきと暮らし、安心して子どもを生み育てられる社会をつく

るためには、男女が共に家庭における役割を担うことへの意識啓発を図るとともに、すべて

の市民が生活時間と仕事時間のバランスの取れた働き方の実現への支援を推進します。

（１）ワーク・ライフ・バランスの普及啓発

子育てと仕事の両立を支援し、男女ともに充実した家庭生活を送ることができるよ

う意識啓発を図ります。
 

事 業 名 事 業 概 要 担当課

学校教育での意識の啓発 「家庭科」で、家庭生活に関する基礎的

な知識と理解を深めるとともに、必要な

技術・実践的な態度を育てます。 
学校教育課

男女共同参画計画の推進 八街市男女共同参画計画に基づき、すべ

ての人が互いに人権を尊重し、平等な立

場で、ともに参画できる社会を実現する

ため、「男女が社会の対等な構成員とし

て、自らの意思によって社会のあらゆる

分野における活動に参画する機会が確保

され、もって男女が均等に政治的、経済

的、社会的及び文化的利益を享受するこ

とができ、かつ、共に責任を担うべき社

会」に向けた取組みを推進します。

企画政策課

（２）多様な働き方への支援

仕事と生活の調和の実現については、地域の実情に応じ、多様な勤務形態の導入や

人材の活用、業務の見直しによる仕事時間の縮減などの普及に努めます。
 

事 業 名 事 業 概 要 担当課

育児休業制度等の普及啓

発

情報提供を通して、子育てと仕事の両立

に関する周知・啓発を図ります。 商工観光課

女性の再就職の支援 女性の再就職に関する相談機関の紹介や

情報提供に努めます。 
商工観光課
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第５章 計画の推進体制

第１節 計画の推進体制

１ 関連機関との連携

本計画の推進にあたっては、行政のみならず、市民をはじめ、地域、学校、ＮＰＯ法人、

社会福祉協議会、ボランティア、企業・事業者などの関係機関・団体等の協力が必要不可欠

です。このため、市民他関係機関・団体等と相互に連携し、計画の着実な推進を図ります。

２ 計画の達成状況の点検・評価

本計画の策定に向けて、学識経験者、子育ての当事者や支援者、教育・保育関係者等から

構成する「八街市子ども・子育て会議」において議論を行ってきました。

当会議は、子ども・子育て支援施策の総合的・計画的な推進に関して必要な事項や施策の

実施状況を調査・審議する場に位置付けられているため、計画策定後も当会議において、各

施策の進捗状況を把握し、点検・評価を継続的に実施することにより、ＰＤＣＡサイクルに

基づく進行管理を実施します。評価にあたっては、庁内関係部署による内部評価に加え、外

部評価による公正な評価の仕組みを導入しています。

なお、教育・保育事業及び地域子育て支援事業の計画に定める量の見込みが、大きく変動

する場合には計画を見直し、必要に応じて一部改定を行うこととします。

【 サイクル】

 
 

計画策定 計画の推進

点検・評価事業の継続・

拡充・見直し
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資料編

第１節 八街市子ども・子育て会議設置条例

（設置）

第１条 子どもの福祉に関する事項を調査審議する合議制の機関として、八街市子ども・子育て会議

（以下「会議」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 会議の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第７２条第１項に掲

げる事務を処理すること。

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第８条第３項の規定により児童福祉に関する審議

会が調査審議する事項その他法令の規定により当該審議会の権限に属する事項

前２号に掲げるもののほか、子どもの福祉に関すること。

前各号に掲げる施策及び事務に関し、市長に意見を述べること。

（組織）

第３条 会議は、委員１５人以内で組織する。

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援に関する学識経験を有する者

子ども・子育て支援に関する関係団体に属する者

子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

法第６条第２項に規定する保護者をいう。

市民

３ 市長は、前項第５号に規定する市民のうちから委員を委嘱しようとするときは、公募を行うもの

とする。

４ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第４条 会議に会長及び副会長を置く。

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

３ 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
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４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）

第５条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

３ 会議において議決すべき案件があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。

４ 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴

き、又は資料の提出を求めることができる。

（庶務）

第６条 会議の庶務は、健康子ども部子育て支援課において処理する。

（補則）

第７条 この条例に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附 則（平成２６年９月２７日条例第３０号）

この条例は、公布の日から施行する。
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第２節 第３期八街市子ども・子育て支援事業計画策定の経過

日程 主な内容

【令和６年度第１回】

令和６年９月３日

（書面協議）

【議題】

・第３期八街市子ども・子育て支援事業計画の策定について

【令和６年度第２回】

令和６年 月７日

【議題】

①会長・副会長の選任について

②第２期八街市子ども・子育て支援事業計画の実施状況報告

について

③第３期八街市子ども・子育て支援事業計画の骨子案につい

て

【令和６年度第３回】

令和６年 月 日

【議題】

①第３期八街市子ども・子育て支援事業計画の素案について

【その他】

①おやこサロン「ひまわり」の廃止について

②生活クラブ風の村保育園八街の定員変更について

③けやき保育園（小規模保育事業Ａ型）の保育所への施設整

備について

令和７年１月 日～

令和７年２月 日

パブリックコメント実施

・第３期八街市子ども・子育て支援事業計画（案）

【令和６年度第４回】

令和７年３月 日

（書面協議）

【議題】

・第３期八街市子ども・子育て支援事業計画の承認

 
 



 

76 

第３節 子ども・子育て会議委員名簿

（敬称略；順不同）

番号 区 分 氏 名 所 属 任 期

１
学識経験を

有する者

粟 飯 原 雄 三 元市立中学校長 ～

２ 大 石 忠 男 元市立小学校長 ～

３

関係団体に

属する者

岩 間 進 八街商工会議所 専務理事 ～

４ 狛 義 和 社会福祉協議会 ～

５ 山 元 恭 子 民生委員 ～

６
子ども・子育て

支援法第 条第

１項に規定する

子ども・子育て

支援に関する事

業に従事する者

石 川 晶 子
私立生活クラブ風の村保育園

八街園長
～

７ 大 溝 太 郎 私立八街泉こども園長 ～

８ 田 中 美 奈 子 私立ひよこのお家園長 ～

９ 中 村 八 重 子 私立八街文化幼稚園長 ～

長 谷 川 正 幸 八街市児童館ひわまりの家館長 ～

子どもの保護者

金 子 桃 子 私立保育園父母代表 ～

中 村 利 花 公立保育園父母代表 ～

斑 目 明 梨 公立幼稚園父母代表 ～

市民

羽 生 田 一 枝 市民（公募） ～

平 野 文 代 市民（公募） ～
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第４節 用語解説

 

用 語 説 明

ア行

ＩＣＴ機器 情報処理・情報通信分野の関連技術の総称

医療的ケア児

ＮＩＣＵ（新生児特定集中治療室）等に長期入院した後、引

き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄

養などの医療的ケアが日常的に必要な児童

ＮＰＯ法人
非営利団体。「Ｎｏｎ－Ｐｒｏｆｉｔ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉ

ｏｎ」の略称

ウェルビーイング

身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期

的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわ

たる持続的な幸福を含む概念。（文部科学省）

カ行

教育・保育施設 保育所、幼稚園、認定こども園、事業所内保育事業所の総称

コーホート変化率法

あるコーホート（同時出生集団）の一定期間における人口の

変化率に着目し、その変化率が対象地域の年齢別人口変化の

特徴であり、将来にわたって維持されるものと仮定して、将

来人口を算出する方法。

子育てサロン

子育ての不安や悩みを持つ親同士が気軽に無理なく集い、子

育ての相談・情報交換などを通じて子育てを楽しみ、仲間づ

くりを行う場所

合計特殊出生率

～ 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの（一人の

女性がその年齢別出生率で一生の間に産むとしたときの子

どもの数に相当する）

高等職業訓練促進給付金
ひとり親の方が就職の際に有利となる資格の取得を目指し

て養成機関で修業する期間の生活費を支援する制度

こども家庭センター

児童及び妊産婦の福祉及び母性並びに乳児及び幼児の健康

の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的と

する施設

こどもまんなか社会

こどもや若者の権利が保障され、健やかな成長を社会全体で

後押しすることで、将来にわたって幸せに生活できる社会の

こと。

サ行

児童館
こどもに健全な遊びを提供して、その心身の健康を増進し情

操を豊かにすることを目的に整備した施設。

主任児童委員 児童福祉に関する事項を専門的に担当する児童委員

食育

様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する

力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育

てること。
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ため、教育訓練講座を受講するひとり親家庭の親に対し給付

金を支給し、自立の促進を図る制度

スクールカウンセラー

児童生徒に対する相談のほか、保護者及び教職員に対する相

談、教職員等への研修、事件・事故等の緊急対応における被

害児童生徒の心のケアなどを行う
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用 語 説 明

スクールソーシャルワーカー
不登校、いじめ、虐待など、さまざまな問題に直面している

児童・生徒たちの課題解決を図る専門職

タ行

地域子ども・子育て支援事業
すべての子育て家庭を対象に、市町村が地域のニーズに応じ

た様々な子育て支援を行う事業

特別支援教育

障がいのある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体

的な取組みを支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人

ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活

や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必

要な支援を行うもの。

ナ行

認定こども園

幼稚園、保育所などのうち①、②の機能を備えるものは、都

道府県知事（一定の場合においては都道府県の教育委員会）

から｢認定こども園」としての認定を受けることができる。

① 教育及び保育を一体的に提供（保育を必要とするこども

にも、必要としないこどもにも対応）

② 地域における子育て支援（子育て相談や親子の集いの場

の提供）の実施

ハ行

ＰＤＣＡサイクル

「Ｐｌａｎ（計画）」「Ｄｏ（実行）」「Ｃｈｅｃｋ（調査）」「Ａ

ｃｔｉｏｎ（改善）」、このプロセスを繰り返し行うことで、

業務の改善や効率化を図る考え方

放課後子ども教室

地域の大人の協力を得て、学校などを活用し、緊急かつ計画

的にこどもたちの活動拠点（居場所）を確保し、放課後や週

末などにおける様々な体験活動や地域住民との交流活動な

どを支援する事業。文部科学省所管。

放課後等デイサービス

障がい児通所支援事業の１事業であり、学校に就学する障が

いのある児童が対象。授業の終了後又は学校の休業日に、生

活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その

他の必要な支援を行う

マ行

民生委員児童委員
地域住民（こどもから高齢者まで）の困りごとや心配ごとを

聴き、関係者や関係機関へつなぐ活動を行う

ヤ行

ヤングケアラー
家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っている

と認められる子ども・若者

幼児教育アドバイザー

幼児教育の専門的な知見や豊富な実践経験を有し、域内の幼

児教育施設等への訪問支援等を通じて、教育内容や指導方

法、環境の改善等について助言等を行う者

要保護児童対策地域協議会

虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童の早期

発見や適切な保護を図るために関係機関がその子ども等に

関する情報や考え方を共有し適切な連携・協力を確保するた

めの機関

ワ行

ワーク・ライフ・バランス 仕事と生活の調和
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